
て法第60条第2項及び法第61条の規定を遵守しうる場合にあっては、第1

項の期間の起算日は、当該就業規則その他これに準ずるものにより起算日とし
て定められた日とする6

（休日の付与）

第42条の3法第62条第1項の休日は、陸上休日 （船舶に乗り組んでいる期
間以外において与える休日をいう。以下同じ｡）又は停泊中の休日とする。た
だし、労働協約に特別の定めがある場合はこの限りでない。

2船舶所有者は、船員に補償休日を与えるときは、付与の時期及び場所を少な
くとも当該時期の7日前までに当該船員に通知しなければならない。ただし、

航海の遅延その他のやむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やか
に当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した時期及び場所を変更す
ることができる。

第42条の4法第62条第1項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない
事由のあるときは、次のとおりとする。

一遅延その他の航海の状況に係る事由により基準労働期間内に与えるべき補
償休日を与えることができないことが明らかになったとき以降において航海
の途中にあるとき。

二補償休日を与えるべき海員と交代して乗船すべき船員が負傷し、又は疾病
にかかり療養のため交代して乗船できないことその他の船舶所有者の責めに

帰することのできない事由により、補償休日を与えるべき海員と交代して乗

船する船員が確保できないとき。

三補償休日を与えるべき船員が負傷し、又は疾病にかかり療養のため作業に

従事しない期間中であるとき。

四補悩休日を与えるべき海員が船舶の機関、設備等の故障発生時における応

急措置その他の継続して従事しなければならない作業に従事しているとき。

（補償休日の日数及び付与の単位）

第42条の5法第62条第1項の規定により与えるべき補償休日の日数は、次
に掲げるところにより算定される日数とする。

一船舶に乗り組んでいる期間内に与える場合にあっては、法第62条第1項

の超過時間の合計8時間当たり又は少なくとも1日の休日を与えられない1

週間当たり1日として計算した日数

二陸上休日として与える場合にあっては、前号に掲げるところにより計算し

た日数に、 5分の7を乗じた日数

2基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が1未満の端数を生じる

場合であって、当該端数が2分の1を超えるときには、当該端数に係る補償休
日の付与の単位は、 1日とする。

3法第62条第2項の国士交通省令で定める場合は次のとおりとし、同項の国

士交通省令で定める単位は半日とする。

一労働協約に特別の定めがあるとき。

二基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が1未満の端数を生じ

／ 、§
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る場合であって、当該端数が2分の1を超えないとき。

第42条の6 法第62条第3項の国土交通省令で定める時間は､4時間とする。
（補償休日手当）

第42条の7 法第63条の国士交通省令で定める補償休日手当は、解雇され、
又は退職した日に係る基準労働期間の起算日から当該解雇され、又は退職した

日の前日までの期間（次条において「対象期間」 という｡）における通常の労
働日の報酬（第40条各号に掲げる報酬以外の報酬、家族手当、乗船を事由と
して支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除
く。以下この条、次条、第43条及び第44条において同じ｡）の平均計算額
の4割増（その算定の基礎となる期間が1週間未満である報酬に係る部分につ
いては、 4割）以上の額でなければならない。

第42条の8前条の通常の労働日の報酬の平均計算額は、次の各号に掲げる金
額に、対象期間における1日平均所定労働時間数を乗じた金額とする。
一時間によって定められた羅酬については、その金額

二日によって定められた報酬|については、その金額を1日の所定労働時間数
で除した金額｡ただし、日によって所定労働時間数が異なる場合においては、
対象期間における1日平均所定労働時間数で除した金額

三月によって定められた報酬|については、その金額を月における所定労側時
間数で除した金額。ただし、月によって所定労働時間数が異なる場合におい
ては、対象期間における1箇月平均所定労働時間数で除した金額

四前3号以外の一定の期間によって定められた報酬については、前各号に準
じて算定した金額

五船員の受ける報剛|が前各号の2以上の報酬よりなる場合においては、その
部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額
（特別の必要がある場合の時間外労働）

第42条の9法第64条第2項の国土交通省令で定める特別の必要がある場合
は、次のとおりとし、同項の国士交通省令で定める時間は、 1日についてそれ
ぞれ当該各号に定める時間とする。

一船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合
において航海当直の員数を増加するとき。 4時間

二通関手続、検疫等の衛生手続その他の法令（外国の法令を含む｡）に基づ
く手続のために必要な作業に従事するとき。 2時間

三事務部の部員が調理作業その他の日常的な作業以外の一時的な作業に従事
するとき。 2時間

（時間外労働に関する協定）

第42条の9の2船舶所有者は、法第64条の2第1項の規定による時間外労
働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第16号の3の2書式によ
る届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

2法第64条の2第1項の協定には､次に掲げる事項を含まなければならない。
－時間外労働をさせる必要がある具体的事由
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二対象となる海員の職務及び員数

三作業の種類

四労働時間の制限を超えて作業に従事させることができる期間及び時間数の

限度並びに当該限度を遵守するための措置

3法第64条の2第1項の協定（労働協約による場合を除く。）には、有効期

間の定めをするものとする。

4船舶所有者は、法第64条の2第1項の協定を更新しようとするときは、そ

の旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによって、第1項の届出に代え

ることができる。

（補償休日の労働に関する協定）

第42条の10船舶所有者は、法第65条の規定による補償休日の労働に関す

る協定を締結したときは、当該協定書及び第16号の4書式による届出書を所

轄地方運輸局長に提出しなければならない。

2法第65条の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。

一補償休日の労働をさせる必要がある具体的事由

二対象となる海員の職務及び員数

三作業の種類

四労働をさせることができる補償休日の日数の限度及び当該限度を遵守する

ための措置

3法第65条の協定（労働協約による場合を除く。）には、有効期間の定めを

するものとする。

4船舶所有者は、法第65条の協定を更新しようとするときは、その旨の協定

を所轄地方運輸局長に届け出ることによって、第1項の届出に代えることがで

きる。

（補償休日労働の日数の限度）

第42条の11 法第65条の国土交通省令で定める補償休日の日数は、基準労

働期間について、 1週間において1日与えられる休日であって補償休日以外の

．ものの日数及び補償休日の日数を合計した日数の3分の1とする。

（労働時間の限度の適用除外）

第42条の12法第65条の2第4項の国土交通省令で定める船舶は、法第
72条の2の規定により国土交通大臣が指定する船舶のうち、海底の掘削に従

事するものとする。

（割増手当）

第43条法第66条の国士交通省令で定める割増手当は、次の各号に掲げる場
合についてそれぞれ当該各号に定める額以上の額でなければならない。

一海員が、法第64条又は第64条の2第1項の規定により、労働時間の制

限を超えて作業に従事した場合通常の労働時間の報酬の計算額の3割増の

額

二海員が、法第64条第1項又は第65条の規定により、補償休日において

作業に従事した場合通常の労働日の報酬の計算額の4割増の額

（
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ー
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第44条前条の通常の労働時間又は労働日の報酬の計算額は、次の各号に掲げ
る金額に、法第64条、第64条の2第1項又は第65条の規定により労働
時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事した時間数を乗じた金額
とする。

一時間によって定められた報酬についてはその金額

二 日によって定められた報酬については、その金額を1日の所定労働時間数
で除した金額｡ただし、日によって所定労働時間数が異なる場合においては、
1週間における1日平均所定労働時間数で除した金額

三月によって定められた報酬についてはその金額を月における所定労働時間
数で除した金額。ただし、月によって所定労働時間数が異なる場合において
は、 1年における1箇月平均所定労働時間数で除した金額

四前3号以外の一定の期間によって定められた報酬については、前各号に準
じて算定した金額

五船員の受ける報酬が前各号の2以上の報酬よりなる場合においては、その
部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額
（通常配置表）

第44条の2法第66条の2の通常配置表には、次に掲げる事項を定めなけれ
ばならない。

一海員の職名、作業の種類及び作業に従事するll芋間

二海員の1日当たりの労働時間の限度及び1週間当たりの労働時間の限度
（法第64条第1項の規定に基づく労働時間を除く。）

（船内記録鯨）

第45条法第67条第1項の帳簿の記|制予項は、次のとおりとする。ただし、
第42条の12に掲げる船舶にあっては第2号を、第42条の2第3項の場合
にあっては第3号イ及び口を省略することができる。
一海員の氏名及び職名

二海員の1日当たりの労働時間及び1週間当たりの労働時間（法第64条第
1項の規定に基づいて労働した時間を除く。）

三補償休日に関する次の事項

イ法第62条第1項の超過時間が生じる1週間又は少なくとも1日の休日
が与えられない1週間

ロ イの超過時間

ハ休日が与えられた年月日及び当該休日が補償休日であるときは、その旨
二与えるべき補償休日の日数

ホ補償休日の付与の延期があったときは、その旨及び理由
四時間外及び補償休日の労働に関する次の事項
イ時間外又は補償休日に労働した年月日

ロ時間外又は補償休日の労働時間、作業の種類及びそれに相応する手当額
ハ割増手当の額並びにその支払年月日及び支払金額（受領印を押させるこ
と。）

（

（
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五休息時間に関する次の事項

イ 1日当たりの休息時間

ロ休息時間を分割した場合は、いずれか長い方の休息時間

2船長は、海員に対し、その求めに応じて、前項に掲げる帳簿の記載事項のう
ち海員から求められた事項について、その写しを交付しなければならない。

（休日付与簿）

第45条の2船舶所有者は、法第67条第3項の規定により、第16号の5書
式による休日付与簿を作成し、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備

え置かなければならない。ただし、休日付与簿の様式については、同書式に掲
げる事項を記載できる別様式のものとすることができる。

2休日付与簿は、最後の記載をした日から3年を経過する日まで、なお備え置
かなければならない。

（欠員）

第46条船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、定員数の海員を乗
り組ませないことができる。但し、欠員を生じたことにより他の海員の労務が
過重となる場合における欠員手当の支給については、労働協約の定めるところ

による。

一船舶が日本国外において定員に欠員ができて国内の港まで帰港するとき。
二他船にひかれて航行するとき。

三入きょ、修繕又はその他の事由によって船舶を航行の用に供しないとき。

四その他やむを得ない場合においてもよりの地方運輸局長の許可を受けたと

き。

2前項第1号乃至第3号の場合において定員数の海員を乗り組ませないとき

は、船舶所有者は、 もよりの地方運輸局長に、遅滞なく、その旨を届け出なけ
ればならない。この場合において地方運輸局長は必要があると認めるときは、

欠員の補充を命ずることができる。

第47条船舶所有者は、前条第1項第4号の規定により許可を受けようとする
ときは、左の事項を記載した申請書2通を提出しなければならない。

一船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
二船舶の種類、名称、総トン数及び航行区域

三欠員の数、職名及び資格

四許可を受けようとする事由

五許可を受けようとする期間

（労働時間の適用除外）

第48条船舶所有者は、法第71条第1項第3号の規定による許可を受けよう
とするときは、第16号の6書式による申請書2通を所轄地方運輸局長に提出
しなければならない。

2前項の申請書には、船舶国籍証書及び船舶検査証書の写し並びに海員が断続
的作業に従事することを証する書類を添付しなければならない。

第48条の2法第72条第1号の国士交通省令で定める者は§事務長とする。
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（労働時間の特例）

第48条の2の2次に掲げる海員に係る法第72条の2の国士交通省令で定め
る一定の期間は、 1月以内の一定の期間とする。ただし、第1号の海員のうち
沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数700トン未満の船舶で国内
各港間のみを航海するもの（以下「小型船」 という。）に乗り組むものについ
ては、 3月以内の一定の期間とする。

一定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶のうち国土
交通大臣が指定するものに乗り組む海員

二旅客の接遇の充実を図るため、食堂、娯楽施設等を有し、かつ、旅客の接
遇に関する業務に相当数の海員が従事する旅客船のうち国士交通大臣が指定
するものに乗り組む海員であって当該業務に従:霧するもの

2前項各号に掲げる海員の1日当たりの労働時間は、 12時間以内とする。た
だし、 1週間当たりの労働時間は、前項の一定の期間について平均40時間以
内としなければならない。

3船舶所有者は、第1項各号に掲げる海員に、同項の一定の期間について1月
当たり平均5日以上の休日を与えなければならない。

第48条の2の3海底の掘削に従ﾘfする船舶のうち国士交通大臣が指定するも
のに乗り組む海員に係る法第72条の2の国士交通省令で定める一定の期間
は、 6週間とする。

2前項の海員の1日当たりの労働時間は、 1 1時間以内とする。

3船舶所有将は、第1項の海員に6週間について14日以上の連続した休日を
与えなければならない。 、

第48条の2の4海員の日ごとの業務に著しい喋閑の差が生ずることが多い船
舶のうち国士交通大臣が指定するものに乗り.組む海員に係る法第72条の2の
国士交通省令で定める一定の期間は、 1週間とする。

2前項の海員の1日当たりの労働時間は、 12時間以内とする。ただし、前項
の1週間の労側時間は、 56時|桐以内（当該1週間の労側日数が6日以下の場
合にあっては、 4811寺間以内） としなければならない。

3船舶所有者は、第1項の海員に、法第72条の2の特例が初めて適用された
同項の1，週間の初日から起算して3月以内に15日以上の休日を与えなければ

ならない。当該3月が経過した後法第72条の2の特例が適用される場合も同
様とする。

4船舶所有者は、第1項の1週間の各日の労働時間を遅くとも当該1週間の開
始する前に、同項の海員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事
由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該海員に通知することにより、
あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。

I

’
’

Ｉ
ｌ
１
ｌ
‐
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
Ｉ
ｌ
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
４
４
１
‐
‐
１
Ｉ
Ｊ
Ｉ

（

（

第7章有給休暇

（有給休暇付与の延期）

第49条船舶所有者は、法第74条第1項ただし書の規定による許可を受けよ
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うとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書2通を所轄地方運輸局長に

提出しなければならない。

一有給休暇の付与を延期しようとする船員の氏名及び職務

二船員が有給休暇を請求しうるに至った日

三船舶の名称、総トン数及び航行区域

四船舶の工事の内容

五延期しようとする事由

六延期しようとする期間

（船舶における勤務に準ずる勤務）

第49条の2法第74条第4項の国土交通省令で定める勤務は、次の勤務とす
る。

一他の船舶所有者の行う事業に属する船舶における勤務（他の船舶所有者に

雇用されて従事したものを除く。第3号において同じ｡）

二船舶における勤務に係る技能の習得及び向上等を目的として受ける教育訓

練であって、船舶所有者の職務上の命令に基づくもの

三係船中の船舶における勤務

四同一の船舶における連続した勤務のうち当該船舶が他の船舶所有者の事業

に属する間に従事したもの

（有給休暇中の手当）

第49条の3法第78条の規定による手当は、第40条第2号及び第3号に掲
げる報酬（船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。） とし、

食費は乗船中支給しなければならない食料の費用の額と同額とする。

（

第8章食料及び衛生

（食料を支給すべき場合）

第50条船舶所有者は、船員が乗船し、航海、荷役、船舶保全その他の船務に
従事する期間中その費用でこれに食料を支給しなければならない。負傷又は疾

病のため職務に従事しない期間についても同様とする。

（食料表）

第51条法第80条第2項の国士交通省令の定める漁船は､第2種又は第3種

の従業制限を有する漁船及び第1種の従業制限を有する漁船で、 さけ．ます流

網漁業、 さけ．ますはえ縄漁業又は機船底びき網漁業に従事するものとする｡

第52条削除

（医薬品その他の衛生用品の備付け等）

第53条船舶所有者は、次に掲げる船舶に、当該船舶を初めて自己のために航

行の用に供するときに、当該各号に掲げる船舶の区分に応じ国士交通大臣が告

示で定める数量の医薬品その他の衛生用品（以下「医薬品等」 という｡）を備

え付けなければならない。

一法第82条各号に掲げる船舶（国内各港間を航海するもの、船舶に乗り組

む医師及び衛生管理者に関する省令（昭和37年運輸省令第43号）第2条

Ｊ
１
、
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1

に定める区域のみを航海するもの及び同省令第3条に定める短期間の航海を
行うものであって法第82条ただし書の許可を受けたものを除く。）

二前号に掲げる船舶以外の法第82条の2第1項各号に掲げる船舶（国内各
港間を航海するもの及び船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第
6条に定める区域のみを航海するものを除く。）

三前2号に掲げる船舶以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶及
び国士交通大臣の指定する漁船

四前3号に掲げる船舶以外の船舶（まき網漁業に従事する漁船の附属漁船で
あって運搬船以外の総トン数20トン未満のものを除く。）

2前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる船舶であって、乗組船員数が
50人を超え、若しくは航海期間が3月を超えるもの又は同項第2号若しくは
第3号に掲げる船舶であって航海期間が3月を超えるものに備え付けるべき医
薬品等（医療衛生用具を除く。次項において同じ｡）の数篭は、当該船舶に乗
り組む医師、衛生管理者又は衛生担当者（船員労働安全衛生規則第7条第1項
に規定する衛生担当者をいう。）の意見に基づき前項の告示で定める数鹸を適
宜増加したものとする。

3船舶所有者は、船舶が国内の港を発航してから次に国内の港に到着するまで
の期間が1月を超える場合にあってはその発航前に、その他の場合にあっては

船舶に備え付けている医薬品等の数炊が前2項に規定する数齢の2分の1に満
たなくなったときに、前2項に規定する数州こ達するように医薬品等を補充し
なければならない。

4船舶所有者は、船舶に備え付けている医療衛生用具の数峨が第1項の告示で
定める放縦に満たなくなったときに、その告示で定める数鹸に達するように医
療術生用具を補充しなければならない。

5船舶所有者は、医薬品等を医療箱、術生用品戸だな等に使用しやすいように
保管しておかなければならない。

（医療書の備置）

第54条船舶所有者は、船舶（平水区域を航行区域とする船舶及びまき網漁業
に従事する漁船の附属漁船で運搬船以外の総トン数20トン未満のものを除
く。）に国土交通省監修「日本船舶医療便脆」を備え置かなければならない。
ただし、前条第1項第3号又は第4号に掲げる船舶にあっては、国土交通省監
修「小型船医療便覧」をもってこれに代えることができる。
（健康証明書）

第55条法第83条の健康証明書は、第57条に掲げる医師（以下「指定医師」
という。）が、次に掲げる検査（指定医師以外の医師によるものを含む｡）の
結果に基づき、第2号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当棚に
行ったものでなければならない。この場合において、当該検査は、当該判定時
前3月以内に受けたものでなければならない。

一感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他の器官の臨床医学的検査
二運動機能､視力、色神（船長、甲板部の職員及び部員並びに救命艇手に限
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る｡)《聴力及び握力の検査

三身長、体重、腹囲、肺活量及び血圧の検査．

四胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス

線間接撮影検査（当該判定時前6月以内に船員労働安全衛生規則第32条第

2項による検査において受けた場合を除く。）及びかくたん検査

五検便（虫卵の有無の検査に限る｡）及び検尿

六年齢35年以上の船員にあっては、次に掲げる検査

イ検便（ヘモグロビンの有無の検査に限る｡）

ロ血糖検査

ハ心電図検査

二血中脂質検査(低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、

血清トリグリセライド（中性脂肪)及び高比重リポ蛋白コレステロール(H

DLコレステロール）の量の検査）

ホ肝機能検査（血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ

(GOT)、血清グルタミックピルピックトランスアミナーゼ(GPT) /
、

及びガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ（γ一GTP)の検査）

2前項の検査のうち､身長の検査(年齢25年未満の者に係るものを除く。)、

かくたん検査及び同項第5号の検便（調理作業に従事する者に係るものを除

く。）については、指定医師においてその必要がないと認めるものは、受け
なくてもよい。

第56条法第83条の健康証明書の有効期間は、色神の検査については6年、
その他の検査については1年とする。ただし、前条第1項の検査の際、結核を

発病するおそれがあると認める者については、指定医師はその結核に関する検
査についての有効期間を6月に短縮することができる。

2前項の期間が航海中に満了したときは、その航海の終了するときまで、当該

検査について、健康証明書は、なおその効力を有するものとする。

3健康証明書が記峨されている船員手帳の有効期間が経過した場合において

も、当該健康証明書の有効期間は、なお前2項の規定による。 （

（健康証明に要する養用の負担）

第56条の2法第83条の規定による健康証明に要する受用は、雇用中の船員
については、船舶所有者の負担とする。

（医師の指定）

第57条法第83条の規定による健康証明をする医師は、次に掲げる医師とす
る。

一船員である医師

二社団法人日本海員披済会（明治31年10月20日に社団法人日本海員披

済会という名称で設立された法人をいう｡）の病院の医師

三財団法人船員保険会（昭和16年11月21日に財団法人船員保険会とい

う名称で設立された法人をいう｡）の病院の医師

四その他地方運輸局長が指定した医師

I
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第9章年少船員

（年少船員の認証）

第57条の2船舶所有者は､法第85条第3項の認証を受けようとするときは、
当該船員の雇入契約の成立の届出の際、船員手帳の該当柵に年齢18年に達す

る年月日を朱書し、 これを地方運輸局長等に提示しなければならない。
（年少船員の夜間労働の禁止の特例）

第58条法第86条の国士交通省令の定める場合は、船舶が高緯度の海域にあ

って昼間が著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可を受けて、海員を旅客
の接待、物品の販売等軽易な労働に専ら従事させる場合をいう。

2船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶ごとに左の事項を
記載した申請書2通を提出しなければならない。

一船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

二船舶の稲類、名称、総トン数、用途（業種）及び航路（従業制限）
三職務の名称及び内容

四労働の開始及び終了のII寺刻

五許可を受けようとする期間

1

’

（

第9章の2 女子船員

（妊娠中の女子が就業できる範囲の航海）

第58条の2法第87条第1項第1号の国土交通省令で定める範囲の航海は、

妊娠中の女子の船員が医師による診察又は処慨を必要とする場合において、肢
寄りの国内の港に2時間以内に入港j-ることができる航海とする。
（妊産婦の夜間労働の禁止の特例）

第58条の3法第88条の4第1項の国士交通省令で定めるj場合は、第58条
第1項に定める場合とする。

2 第58条第2項の規定は、前項に定める場合について準用する。
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第10章災害補悩

（標準報酬）

第59条法第91条の標準報酬は、負傷し、疾病にかかり、行方不明となり、

又は死亡した日 （負傷又は疾病に因り死亡した場合には、負傷し、又は疾病に

かかった日） （以下基準日という。）の報酬月額に基いて第6号表により定め
る。

第60条前条の報酬月額は、左の各号の規定によって算定するものとする。
一 日によって報酬を定めるときは、 日額の30倍

二 日又は月以外の期間によって報酬を定めるときは、その報酬の額をその期
間の日数で除して得た額の30倍．

三歩合による報酬については、歩合制度の種類ごとに、労働協約又は船舶所
有者とその使用する船員の過半数を代表する者との協議によって基準日の前

｜
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1年以内又はその後に定めた額。 これによることができないときは、所轄地

方運輸局長が定めた額

四前各号の2以上に該当する報酬を受けるときにおいては、その各々につい

て､前各号の規定によって算定した額の合算額

2前項第3号の額は、同号の額を定める日の前1年以上の期間中に支払われた

歩合金の額を当該歩合金が支払われた期間の日数で除して得た金額の30倍を

基準とし、 これが算定できないとき又は著しく不当なときは同種の業務に従事

する同種の船舶において同様の労務に従事する者の報酬月額を基準として、定

めなければならない。

3 国士交通大臣は、必要があると認めるときは、第1項第3号の額について交

通政策審議会又は地方交通審議会（以下「交通政策審議会等」 という。）の議

を経て、最低額を定めることができる。

第61条前2条の報酬月額とは、その月の報酬総額より臨時に支払われる賞与
その他これに準ずる報酬を除いたものをいう。

（障害手当） ‐ （. , ，
第62条法第92条に規定する障害の程度の区分は、第7号表による。

2第7号表に掲げる身体障害が2以上ある場合は、重い身体障害の該当する等、

級による。

3左に掲げる場合には､前2項の規定による等級を左の通り繰り上げる。但し、

その障害手当の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害手当の金額
を合算した額を超えてはならない。 ‐

一第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合 1級

二第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合2級

三第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合3級

4第7号表に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に

応じ､第7号表に掲げる身体障害に準じて、障害手当を支払わなければならな

い。

5既に身体障害がある者が、負傷又は疾病に因って同一部位について障害の程／
、

度を加重した場合には､その加重された障害の該当する障害手当の金額より、

既にあった障害の該当する障害手当の金額を差し引いた金額の障害手当を支払

わなければならない。

（行方不明手当）

第62条の2法第92条の2の国土交通省令の定める被扶養者は、次に掲げる

者のうち、船員の行方不明当時主としてその収入によって生計を維持していた

ものとする。

一船員の配偶者（婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者

を含む｡)、子、父母、孫及び祖父母

二前号に掲げる者以外の船員の3親等内の親族で船員と同居のもの

三船員の配偶者で婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者

の子及び父母で船員と同居のもの
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2前項に掲げる者が行方不明手当を受ける順位は、同項各号に掲げる順位によ
り、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。父母について
は、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先に
し実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にし、同項
第2号に掲げる者については、親等の少ない者を先にし親等の多い者を後にす
る。

3行方不明手当を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、行方不明手当
は、その人数により等分するものとする。
（遺族手当）

第63条法第93条の遺族は、左の通りとする。

一船員の配偶者（婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者
を含む｡）

二船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時（失除の宣告を受けた船
員であった者にあっては、行方不明となった当時。以下同じ｡）その収入に
よって生計を維持し、又はこれと生計を共にしていた者

三前2号に掲げる者を除き船員の死亡当時その収入によって生計を維持して
いた者

四船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時その収入によって生計を
維持し、又はこれと生計を共にしていなかった者

2前項に掲げる者が遺族手当を受ける順位は、前項各号の順位により、各号に
掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。但し、第2号及び第4号
に掲げる父母については、錐父母を先にし実父母を後にし､祖父母については、
錐父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の盤父母を先にし実父母を
後にする。又、船員が過言若しくは船舶所有者に対してした予告で、第3号又
は第4号に掲げる者の中特定の者を指定した場合においては、第3号又は第4
号の規定にかかわらずその者を先にする。

3 胎児は、第1項第2号乃至第4号については、既に生れたものとみなす。
第64条遺族手当を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは､遺族手当は、
その人数により等分するものとする。

第65条遺族手当を受けるべきであった者が死亡した場合においては、遺族手
当を受ける権利を失う。

2前項の場合においては、船舶所有者は、前2条の規定による順位の者よりそ
の死亡者を除いて遺族手当を支払わなければならない。
（葬祭料）

第66条法第94条の遺族は、第63条第1項各号に掲げるものとする。
（他の法令）

第66条の2法第95条の国土交通省令で指定する法令とは、労働基準法等の
施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律（昭和22年法律第
167号）をいう。

（審査及び仲裁）

1

1

’

口

（

（
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第67条法第96条第1項の申立てをしようとする者は、第17号書式による

申請書をその住所地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出し

なければならない。この場合においては、その住所地を管轄する運輸支局長又

は海事事務所を経由することができる。

第68条国土交通大臣は、前条の規定による申請書の提出があったとき、又は

職権で審査若しくは仲裁をしようとするときは､関係当事者の双方に遅滞なく、

文書でその旨を通知しなければならない。

第11章就業規則

（就業規則）

第69条船舶所有者は、法第97条の規定により就業規則を届け出ようとする
ときは、就業規則2通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

第70条法第97条第1項各号は、次の事項を含むものとする。

一給料その他の報酬については、決定及び支払の方法、支払の時期並びに昇

給の基準

二労働時間については、基準労働期間、休息時間、当直割及び当直の交代方

法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制

三休日及び休暇については、時期、方法及び場所

四定員については、海員の職務及び員数並びに船舶の名称、総トン数、主機

の出力、航行区域又は従業区域、就航航路又は操業海域及び用途

、
ｑ
ｒ
夕
，
・
〃
″
？
ｒ
▽
。
、

第12章監督

（領事官の事務）

第71条次に掲げる事務は、外国にあっては日本の領事官が行う。

一第7条第3項の規定による遺留品目録の受理

二第8条の規定による遺留品目録の証明

三法第19条の規定による航行に関する報告の受理

四第15条の規定による航行に関する報告書の証明

五法第37条の規定による雇入契約の成立等の届出の受理及び法第38条

の規定による雇入契約の確認

六第46条第1項の規定による欠員の許可並びに同条第2項の規定による欠

員の届出の受理及び欠員の補充命令

七法第85条第3項の規定による未成年者の認証

八法第102条の規定によるあっせん

（船員労務官証明書)

第72条法第107条第3項の証明書の様式は、第18号書式による。

（事業状況及び災害疾病発生状況報告）

第73条法第111条の報告は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に

定める期日までに、所轄地方運輸局長にこれをしなければならない。

一毎年10月1日現在の事業状況毎年10月末日

／
β
毎
６
、
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‐
１
１
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１
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‐
１
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‐
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‐
ｌ
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ｌ
ｌ
‐
‐
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‐
１
１
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－
‐
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
‐
‐
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
‐
ｌ
‐
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
‐
ｉ
‐
ｌ
‐
‐
１
１
‐
‐
‐
‐
‐
１
１
‐
ｌ
‐
，
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
‐
１
１
１
１
‐
Ｉ

二前年4月1日以後1年間に発生した災害又は疾病のために船員が引き続き
3日以上休業したときは、その内容、原因その他参考事項毎年4月末日

2前項第2号の報告を受けた所轄地方運輸局長は、必要と認めるときは、同号
に掲げる事項に関する詳細な報告を命ずることができる。

3第1項第1号及び第2号の報告の様式は、それぞれ第19号書式及び第20
号書式によるものとする。

(船員の申告）

第74条 法第112条による申告は、書面又は口頭ですることができる。

《

〈

《

0
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第一号書式（第十条関係） （日本工業規格A列4番）

（一）

L

海 員 名 簿

船 丸

備考

作成の年月日（船典法施行規則第10条第3項の規定により再i淵製したときは、再

調製の年月日）及び第四表に岐後の記戦をした年月日を右肩に記枚すること。

（二）

〆
’
§

１
１

’ ’ ’出 力幾 @
1 10

、

ｒ
ｆ
－
Ｉ
、
』

I

記'隣心得

l 船舶の用途柵には、旅客船、擬物船、油送船、漁船等の別及び漁船にあって

は、従1する漁業の種類を記載すること。

2 国際トン数証吾又は鬮際トン数確認譜の交付を受けている日本船側l!lにあって

は、総トン数に国際総トン数を付記すること。

3主機の出力棚には、連統股火出力を記峨すること。

4 本表に記戦した4噸のうち、変更について届出をすることを要しないもの及び
立つ

従業区域に変更があったときは、変更前の記‘順額を読み得るように抹消して訂

正し、その箇所に変更年月日を付記して押印すること。 8

－」
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船 舶 番 号 第 号

船 総 港

総 卜 ン 数 トン

航行|X域又は従業制限及び
従業|X"

船 舶 の 用 途 船

船舶所有淵の住所及び氏名
又は名称

主たる船員の労務符理の:1『
務を行う1醐所の所在地及
び名称

船長の住所及び氏名

同
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ｌ
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Ｉ
ｌ
Ｉ
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｌ
’
’
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
１
’
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
’
’
１
ｌ
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ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｈ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐

ｌ
１
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
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6
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ｊ
一
一
一く

耐
｜

’
‐
１
１
１
１
‐
１
１
‐
‐
１
１
‐
１
１
１
‐
‐
１
１
１
１
１
１
１
１
‐
‐
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
‐
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
‐
‐
ｉ
ｌ
‐
‐
‐
Ｉ
‐
１
１
‐
１
１
１
１
‐
ｌ
‐
１
１
‐
１
‐

（

‐
‐
１
ト
ー
Ｉ
Ｌ
Ｉ
ｌ
－
．
４
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｂ
４
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‘
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

１

４

１

ｑ

Ｉ

ｌ（
’

｜

I

L－
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官 庁 記 事閂

氏名 本籍

船此手
帳榊号 館 号 溢格 生年

月日 年月 日
年齢十八
年に到達
する期日

年月 日

ﾙ【1入雁止更新変更

区別 年月日 場所
l倣務
雁入
期間
給料 手当 その他の労伽条件 本人

認印
官庁
受理印



●今一のらちﾛ隠語救缶の言f龍は 、

すること 。

ま、雇入契約の期間がl航海をも

ン間l航海、横浜帰着事務終了1

と記戦すること。

可の給料額を記載し、月以外の歎

帛披寸ろこと‐主た、歩合制によ

､期間柵

黄浜口、 、
ロ
凸

縮
及
離
間
宗
び縮科銀を

を記載する

当柵には、

る場合は、

の他の労例

日／凋’ 4

の手当の合計繩

F少司1浬UpU上“フ グ型、一一・

:件柵には、労働時間（｢8時間／日｣、 「40時間／進

)、基準労働期間、有給休暇の日数その他の基本的7

1た、妊産婦の船員については、その旨(｢妊娠中、 1

1年何月何日出産」等）を記戦し、船員の確認印を、

その．1油をその他の労働条件棚に記戦すること。

I又はその他の労働条件棚の記載に変更があった場′

ご届出を窪しないときも、恋穂後の事項を記放し、 i

戸

〃
ｆ
０
●
、

人

l.1ｺ画」、 121具修

8 腿止のとき
、 “1貧L側H1 ヨ

を受けること。 町

。

（
＼
時

記戦心得

1

鋪12条錦3項銘2号から第4号までに掲げる船舶にあっては、旅客は記俄すること
を要しない。

、
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職業 氏 名 狡絡 年齢 性別 本 職
乗船

年月日 港

下船

年月日 港

■－



｜

｜

ｒ
０
●
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
ｌ
Ｉ
ｂ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
ａ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
９
Ｉ
Ｉ
１
ｈ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
０
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ⅱ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
１
ｌ
‐
Ｊ
卜
１
１
１
↓
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
１
１
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｆ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｂ
ｒ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
１

‐
‐
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
‐
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
’
，
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
‐
卜
‐
’
１
１
１
．
‐
ｉ
‐
Ｉ

－

(六）

〈

Ｉ

ｌ

１

１

（ ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
１
‐
６
１
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
９
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｊ
‘
Ｉ
ｂ
ｌ
ｒ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｄ
Ｉ
ｈ
ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
１
ｊ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｊ
‐
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
↓
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
ｌ
ｌ
４
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
、
、
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｆ
Ｐ
Ｉ
ｌ
ｌ
‐
’
’
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
Ｉ

L
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｜

届出年月日 年月 日 船舶番号及び船名 第 号

船長名 1日の最長航行時間
。 8時間以下
・ 8時間超～16時間以下
･16時間超

＆
《
多
４
才
ｊ

法
の
372条の2
ﾖ定の有無

警報装置
の有無

廷

自動操舵装置
の有無

船舶所有者、船舶管理人又は
船舶借入人の住所及び氏名又
は名称

乗組員名簿（クルーリスト）

船員手帳稀号及び氏名 職務 受有している資格証明;!｝ 番号

第 号

第 号

鋪 号

蛎 号

鮒 号

鋪 号

鋪 号

館 号

鋪 号

雛 号

館 号

雛 号

上記ﾙﾐ組J1の合計人放 ｜ 人

船負を使用する者の住所及び氏名又は名称 区 分

1

2

3

4

官庁受理印



記峨心得

1 「1日の最長航行時間」欄には、該当するものを○で囲むこと。

2 「法第72条の2の指定の有無」欄には、当該船舶が法第72条の2に基づく労働時

間の特例を受けていることの有無を記載すること。

更に「有｣.と記載した場合には、船員法施行規則上の根拠規定を記蛾すること。

3 「警報装置の有無」欄には、当該船舶が蕃報により、直ちに機関区域に行くこと
、

が措腫されていることの有無を記載すること。
だ だ

4 「自動操舵装置の有無」柵には、当該船舶が自動操舵装置を設備していることの

有無を記戦すること。

5乗組員名簿には、当該船舶に乗り組むすべての乗組員を記戦すること。
6 「受有している資格証職lf」柵には、当該船員が受有している査格名を記載し、
衛生管理者、救命艇手（限定救命艇手にあっては、その旨)、安全担当者、消火作
業指揮者若しくは衛生担当者に選任された者、船舶料理士、航海当直部員又は危険

・ 物等取扱蛍任者については、その旨を記赦すること。

7 「番号」欄には、 「船員を使用する者の住所及び氏名又は名称」欄の番号により、
当該船員を使用する者を記戦すること。

8 「船員を使用する者の住所及び氏名又は名称」棚には、当該船舶に乗り組むすべ
ての船員について、その使用する船舶所有者（船舶共有の場合には船舶管理人、船
舶衝借の場合には船舶借入人、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が
船員を使用する場合にはその者）を記戦すること。

9船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合、 「区分」
棚に、当該使用者が船K職業安定法第6条第14項の船員派泄元事業主であるときは
「派泄」と記賊し、それ以外のときは「その他」と記戦すること。
10その他の4噸については、海員名簿及び臓入（雇止）届出IFの記戦心得を参照す
ること。

ｒ
を
、

ｒ
：
』

〆

１
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ｌ
Ｉ
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Ｉ
Ｉ
Ｉ
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ト
ー
１
１

劇;二号沓式（館十一条関係） （日本工業規格A列4番）
（一）

‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ト
ー
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｄ
；
Ｉ
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｒ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｆ
ｌ
ｌ
ｒ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
↓
ｌ
↓
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
ｒ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

ｌ
ｊ
Ｉ
ｄ
卜
Ｉ
Ｊ
Ｉ
‐
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
１
ｌ
ｌ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐
’
１
－
１
１
１
１
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
４
Ｉ
，
‘
，
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
４
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
ｌ
１
Ｉ
‐
１
１
１
１
卜
Ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
０
ｒ
‐
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｉ
１
‐
叫
卜
Ｌ
ｒ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
１
り
り
Ｉ
，
Ｉ
ｒ
ｌ
ｌ

(二）
（

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｊ

ｌ

Ｉ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
１
ｌ
Ｉ
ｑ
Ｉ
‐
■
Ｐ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｖ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
ｌ
ト
ー
１
１
Ｊ
‐
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｒ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｊ
‐
０
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
１
１
Ｉ
ｊ
ｆ
ｒ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｊ
ｌ
Ｄ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｊ
ｌ
ｌ
１
■
Ｉ
Ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ

１

１

１

記,lf心得

1 国際トン数証,'}又は国際トン放確認IIfの交付を受けている日本船舶にあって

は、総トン数に国際総トン数を付記すること。

2船舶の用途IIWには、旅客船、 1T物船、油送船、漁船等の別及び洲船にあって

は、従:'jfする漁業の靴釧を記紋すること。

3主機の出力棚には、連続肢大出力を記,|fすること。

4本表に記!|fした砺項に変更があったときは、変奥前の記$|網噸を読み得るよう
玄つ

に抹消して訂正し、その箇所に変更年月日を付記してIIII印すること。

（

Ｉ

ｌ

Ｉ

－121－

船 舶 番 号 節 号

船 麟 港

総 ト ン 数 トン

航行区域又は従業制限及び
従業区域

船 舶 の 用 途

主帆の極緬及び箇数

主機 の 出 力 キロワット

船舶所ｲj:#の住所及び氏名
又は名称

船此の住所及び氏名

|司



Ｊ
一
一
一く

( ｝

(四）

卜鯛剛＝＊=捌獺謡鯛剛鯛剛鯛1
1

（記j隣心得

l 航海の概要欄には、出入した港の名称及び船捜が必要と認める航海の概要を記
！隣すること。

2国内各港間のみを航海する船舶にあっては、通常航海する航路が定まっている
ときは、臨時の航路に就航する場合を除き、当該航路の概要を記載すれば足り、
航海ごとに記戦することを要しない。
3漁船にあっては、 lの那項のほか操業海域をも記戦すること。ただし、主たる
操業海域が定まっているときは、臨時に操業海域を変更する場合を除き、発航
港、到達港、主たる操業海域及び操業期間を記'砿すれば足り、航海ごとに記俄す
ることを要しない。

-122-

官 庁 記 事

年 月 日 時 航 海 の 慨 要
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一
？
、

尚

へ

’ ’
父

父母の氏名
生年月 日 4■｡q■■－－‐‐‐,■‐一一‐‐‐■■‐ローーロー■■ー‐‐一‐一‐‐‐‐一一一1■■■q■ロー■■｡‐ロー＝q■l■ー｡■1■‐ー■‐‐1■‐l■≠■■1■

■■。■ー■

Ｉ
可
函
一
Ｉ

）
子が生まれた
（ 年 月 日（満 歳）ときの年齢生

ま

れ

た

□1． 農業だけま

□2． 自由業・産

□3． 企業・個人

子

鬘等を個人で注宮

よ除く）の常用劇

生
ま
れ
た
子

子の氏名

父母との続き柄

生まれたとき

生まれたところ

住 所

呂震出農ぃ季 （ 呂妻）
年 月 日

口午前
口午後

時 分

香地
け

番 号
も

■一一一■■＝■■-‐■■●●一~‐q■一一一口q■‐｡■ー■■‐‐‐‐‐q■‐q■｡一一■■ーq■1■‐■Ⅱ ■■ーq■‐‐つ一一一ヰーーロー●4■｡－－4■ーー■＝■■一つ4■一一■■一ﾛ■q■‐ー■■●‐｡■■1■ー‐q■P■■一ー｡■ぬ－4■ーー‐■■ー一＝ーq■‐ー

世帯主
の匪全

世帯主と
の続き柄

母 ，

年 月 日（満 歳）

本 籍

’
外国人のとき
は国籍だけを
かいてくださ
い ’

■＝口。■。■‐－－口車一つ－‐ｰ■■q■＝＝‐q■ロー‐一一｡｡－口一■■つめP‐q■‐●4■ー‐■■＝ー‐q■｡－ﾛ■‐‐●■■■■q■｡■b l■ロー■4■‐■ー-－一一■D‐‐一一.■口－－－－ーつ‐‐ー÷ー‐■■つ‐U■‐1■争■,

筆頭者
の匪棄

番地

‐ウーーーーーロ＝｡ｰ一再■■画舎＝一ーー‐‐ー■■ー■一一一ｰ■■‐‐■■■■一‐ー‐一口

同居を始めたとき 年 月



｜｜

｜｜
圭

一

！
､罪・口に

及び会社団体の役員の世帯（臨H

H-事詳している者のいる世帯

U4. 3M

コ5． 12

回6． 仕逼

4に砧

ｌ
唖
函
一
Ｉ

備考生まれたところは、航海中にあっては経緯度をもって表示すること。

~

章ー

(国勢調査の年…年…の4月1日から翌年の3月31日までに子が生まれたときだけかいてくださ
い）

父の職業 ’ 母の職業

そ
の
他

年 月 日 午 時
譜 長 （署名押印）

謄本送付の年月日時
送 付 先



〉

ｐ
一《

、…〆

㈲

１
＠
回
－
１

除く）の常用動労着世帯で勤め先の征棄看謬ﾉ、間j占一

窺時・日雇腱

及び会社団体、

氏 名

生 年 月 日

口男 口女

＝ヨロー亡ゴー○一■■■■一一■■ー一一■■一一一口一一■■－口一一一■■‐一口－－－‐一一ｰ－－－－口‐｡'■■－－口一‐一一‐‐一一一一‐ー‐ー1■■ー一一q■‐‐ー■■■■ー申一一一一一一一一一一一一一一一一■■一一・一一一つ‐一－一一‐‐‐口一一Pー

年 月 日 I
生まれてから30日以内に
死亡したときは生まれた
時刻もかいてください。 1

口午前
口午後

時 分

死亡したとき 年 月 日
一
一
一
一

午前
午後

時 分

死亡したところ

住 所

番地
番 号

＝ヱーコー丘一一一....－－＝一一一q■------...．－－q■=一一一一.ローーーー一一一一一一一ﾛﾛｰｰｰ･■●画一‘■,｡‘■､‐--口一一一・－一一一・■--..---口､一・■一一一.■－-一一一・■■---1■､q■ﾛ･■一一一一q■ﾛ｡一一■Dd■~~一宇1口｡一一‐一=･■~＝=■■･~一
■

世帯主
の氏名

I
本 籍

外国人のときは国籍
だけをかいてくださ
､， I

番地

－－－‘･ニコーーー:コーー‘ ‐‐.｡‐ ‐ 丑‘.－．．．－－－‘-.-.-一一一一一‘､－，.‘､一一一一.－－－－‘...,-.--口一･･‘･‘････ロー出一一‘･‘ﾛ一一一一・・・・‘･･, ‘･－一一一‘-..-.,1.-.,.口一・-一一一・・‘･一・・一一‘･一一一一‘ロー･･‘･＝

筆頭者
の氏名

･死亡した人の夫または妻 □いる（満 歳） いない（口未婚 口死別 口離別）



－－~一一一一一一一』~-_一一一一 三－- －－－－－一一一一一≦ ､ ， 一

一

一

、

I
’ ’

』
ん
一
基
一
］

１
仕

●
●

５
６
Ｕ
面

死亡した人の
職業 ． 産業

備考死亡したところは、航海中にあっては経緯度をもって表示すること。
ｌ
ト
画
一
Ｉ

ー ー

（国勢調査の年…
職業

年…の4月1日から翌年の3月31日までに死亡したときだけかいてください）

’
産業

そ
の
他

年 月 日 午 時
鉛 長 （署名押印）

謄本送付の年月日時
送 付 先



《

）

‐
、 ー〆

㈹

１
車
画
一
１

、他の仕事を狩って

ス業等を個人で経営

庁を除く）の常用勘

号世帯及び会社団体、言用醐

‐

）

父母の婚姻
直前の本籍
外国人のときは国籍
をかいてください（

父

都道府
県名

母

都道府
県名

（

氏 名
生年 月 日
死産があったときの
年齢 ）

＝＝■ ■1■~‐●口一一一一一一一●年画一●q■の｡■■‐一一口q■■■口ローq■‐‐ー＝＝‐q■一‐p－－q■一■ドーーq■~d■‐q■‐‐画つ｡■■‐q■ローー■

年 月 日（満 歳）

■。■●‐q■ーー－－‐1■‐ーq■‐‐一一■■ー‐■■‐ー■■ー｡q■‐一一｡■■口｡■q■■■‐■■｡■q■‐ー＝凸一一q■‐｡■q■一旬｡｡4■口一一一一一q■‐‐＝一一●■

年 月 日（満 歳）

死産児の男女別及び
嫡出子が否かの別

口男 口女 口不祥

口嫡出子 ・ ・口嫡出でない子

死産があったとき 年 月 日
一
一
一
一

午前
午後

時 分

死産があったところ

（

死産があったときの
母の住所
住民登録をしている
ところをかいてくだ
さい 1

詮

姑

番地

番 号

（ 方）



□5． 1から4にあてはまらないその他の仕拳をしている者のいる世帯

□6．仕事をしている者のいない世帯

（国勢調査の年…年…の4月1日から翌年の3月31日までに死産があったときだけかいてくださ
い）
父の職業 ｜母の職糞

父母の職業

出生子（出生後死亡した子を含む）…………………･…………………．.………………..……….………人

妊娠第22週以後の死童児（この死産児を含む） ・……･……･………………………･…………．．…………胎

妊娠第21週以前の死産児及び流産死胎（この死産児を含む）……･…･…………･……………….…･…･胎

この母が出産した児

の数

死産に立ち会った者 1． 医師 2． 助産師 3． その他 氏名

年 月 日 午 時
袷
巨
云 (署名押印）

１
ｍ
函
一
Ｉ

謄本送付の年月日時
送 付 先

備考死産があったところは、航海中にあっては経緯度をもって表示すること。

ー …



ヘ

ー

第三号謝式削除

第四号書式（第十四条関係） （日本工業規格A列3番）

年 月 日

殿

（件名） 報告ILF 船長（氏 名）

〃
ｆ
§

L撫婁』vE_j鰯……………………………_J

｢－－……~……~……Y……－－1
記峨心得

1 (件名）には、 「術突｣、 「火災｣、 「避難船舶救助｣、 「船員死亡」等報告する4漢の

件名を記故すること。

2主機に関する柵及び機関長に関する柵は、報告すべき1噸が機関に関するもので
ないときは、記斌することを要しない。

3事実のてん末は、なるべく詳細に記i脳すること。

4航行中他の船舶の避難を知ったこと（無線悩信によって知ったときを除く。）の
報告の場合には、避難船舶の救助におもむくことができなかった理由をも記峨する
こと。

5船舶の海難に関する報告の場合には、旅客船、貨物船、油送船、漁船等の船舶の
用途（漁船にあっては､従1ける漁業の種類を含む｡）を伽考としてll「実の末尾に記
収すること。

6船員法施行規則第14条ただし背の規定により航海日誌を提示しないときは、提示
できない理由を備考として:4漢の末尾に記戦すること。

7報告苫が二蕊以上にわたるときは、各莱にわたって契印をすること。

（
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船 名 船 質
船 舶
番 号

船籍港 総トン数

航行区域又
は従業制限
及び従業区
域

主機の種類
数及び出力

、 箇

丸 船 第 号 トン キロワ ツ 卜

船舶所有者の住所及び
氏名又は名称

船長の住所及び氏名

機関長の住所及び氏名

海技免状又は小型船舶
操縦免許証の邨類及び
番号

船長

機関長

第 号

第 号

発航港及び到達港 発航港 到達港

事実発生の年月日時及び
場所
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１

第四号の二書式（第十五条関係） （日本工業規格A列4番）

回 航行報告証明申請書

年 月 日

殿

（
申諦者氏名

住所

船負法第19条の規定により提出した航行に関する別紙報告の写に証明を受けたい

Dで、船員法施行規則鋪15条の規定により申請します。

記

1 報告先及びMI階年月日 年 月 日

2証明0.lfの舶放
通

3証明il}の用途

（

記'I茂心得

申諦者氏名には､｢船長」又は「船舶所有者」とﾉ,iilを附すること。 ｌ
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
Ｉ
１
０
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ト
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ｌ
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第五号:ill式（第十六条の二関係) (日本工業規格A列4番）

貯蓄金管理協定届出書

年 月 日

鐙嘉窯霊鱸殿
f

船舶所有者の住所
及び氏名又は名称

／

主たる船員の労務
､管理のﾘ務を行う
事務所の所在地及
び名称

貯蓄金に関する協定を締結したので、船員法第34条第2項の規定により、別

紙協定‘I｝を添え、届け出ます。

記

人1使用する船員数

人2労働組合加入者等数

3船員の過半数を代表する者の氏名及び住所

／

ダ

記I険心得

労働組合加入者等数は､当該協定を締結した労鋤組合の加入者数又は船員の過半

数で組織する労働組合がない場合において当該協定を締結した者が代表する船員

の数を記戦すること。

●一一一

ー
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‐
。
■
脾
ロ
日
例
ｐ
画
夕
ｍ
Ｍ

1.〔型

目撹

へ鞭

（

の側には、

IB)」及び
日から本剣
すること。
3-C)｣ @

及び「当蔚

０

１

１

７

ゴ
“
釦
○
虎
釦
Ｕ

笠
存
旗
頭
〃
目

つれた狽並‘

て、毛未澗‘
全の状況」 c
企の保全措6
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地方運輸局長
運輸監理部長

月
月
４
３
年
年
1日から
31日まで

殿

預金管理状況．報告書
｡

船舶所有者の住所
及び氏名又は名称

主たる船員の労務
管理の．1棚を行う
辨務所の所在地及
ぴ名称

年 月 日

貯蒋金管理協定届出
(認可）年月 日

年 月 日 当該年度末の船員数 人

１
１
息儒金禰理!〃定に定め
)れた預金の利率

分厘毛

預
金
額

当該年皮当初の煩

金細(A)

当該年度中の預金
受入れ額(B)
当該年度中の預金

払いもどし細(C)
当該年度末の預金
WII (A+B-C)

●
令

f|』I

千円

千門

千円

預
金
者
政

当該年度当初の瀬
術肖放
当該年度末の弧金

者放

人

人

当該
の預
全の

中
保
度
の
年
金
状況

千H

千円

千円

千円

人

人



第六号書式（第十九条、第二十条関係） （日本工業規格A列3番）

／

記j隣心得
1 届出者の刷り、主機の種類欄及び区別棚は、該当するものを○で囲むこと。
2一括届出の許可を受けている場合は、船舶番号、船名及び総トン数欄に「一括届
出」と記戦すること。
3 国際トン数証番又は国際トン数確認裸の交付を受けている日本船舶にあっては、
総トン数に国際総トン数を付記すること。
4雁止の場合は、給料及び手当棚には記入をせず、その他の労働条件欄には)催止の
剖油を記蛾すること。
5 備考欄には、次の事項を記城すること。
、イ雁入の場合は、 「新規雇用｣、 「社内転船｣、 「予備船員の雁入」等の別及び船舶
職員及び小型船舶操縦者法第20条第2項の指定を受けた職の船舶職員として乗り
組む場合にあっては、その旨。更に、船員職業紹介所が取り扱ったときは、その
略名。

ロ屈止の場合は、 「退職｣、 「解胆｣、 「社内転船｣、 「予術船員への編入」等の別。
更に、船員法施行規則第20条の規定により、海員名簿を提示しないで届出をする
ときは、不提示の郡由。

6 その他の事項については、海員名簿の記戦心得を参照すること。

第七号搭式削除

《

-134-

雇入（雇止） 届出雷

届出年月 日 年 月 日
船舶番号、船名
及び総トン数

第 号
（ トン）

届出者氏名
船 長
船舶所有者

船舶の

用途

航行区域又は
従業制限及び
従業区域

船舶所有者の住所
及び氏名又は名称

主機の種類

主機の 出力

汽 内燃

キロワット

船員手帳番号、
氏名及び年齢

区別
畳入年月日
叉ぴ腿入港

雇止年月日
及び雇止港

職務 雇入期間

Ｄ
Ｐ
』
Ｆ
ｍ
Ｄ
二
』
二
口

;料及び
当

二
画

その他の
労働条件

備考

第 号
歳
雇入
職止

給料
手当

第 号
歳
雁入
雁止

給料
手当

第 号
歳

■

１

１

Ｊ

■

９

日

ｊ

ａ

９

入
止
侭
…

給料
手当

第 号
歳

ｑ
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
■
ｇ
ｑ
１
ｌ
Ｉ
■
ｐ

2入
&止

給料
手当

第 号
歳

１
１
入
止
１
２

給料
手当

第 号
歳
入
止
圖
殴

給料
手当

第 号
歳
圃入
世止

給料
手当

.第 号
歳

ｑ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ⅱ
ｊ
５
ｑ
ｊ
ｊ
ｇ

&入
魁止

給料
手当

第 号
歳
入
止

ｆ
ｏ
ｆ

給料
手当

第 号
歳
雇入
雁止

；
呂
弓

料
当

上
。
呂
一

計 雁入 件 雁止 件 合計 件
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ｌ
１
‐
ト
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０
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ｌ
ｌ
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‐
‐
‐
‐
‐
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ｌ
・
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Ｉ
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Ｉ
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Ｉ
ｌ
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０
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｊ
１
，
１
１
‐
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Ｉ
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Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｔ
ｂ
‐
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

Ｉ

ｑ

Ｉ

Ｉ

ｄ

１

Ｌ

Ｉ

Ｉ

ｆ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

１

ｑ

ｊ

ｊ

ｂ

ｒ

Ｌ

ｆ

ｌ

ｒ

Ⅱ

１

１

１

ト

ー

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｄ

ｌ
ｌ
‐
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
‐
１
１
１
１
１
‐
１
１
，
１
－
１
１
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ｌ
‐
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１
１
！
‐
，
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ｌ
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ｌ
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Ｉ
Ｉ
ｌ
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｊ
１
Ｉ
ｌ
‐
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
‐
１
１
‐
１
１
１
‐
１
！
‐
‐
ｉ
Ｉ
‐
ｌ
１
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
１
‐
Ｉ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
１
‐
１
１
１
！
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
Ｉ
’
１
，
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ

１
ｌ
ｌ
１
ｄ
ｐ
Ｐ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ト
ー
ｌ
ｌ
１
ｊ
Ｉ
Ｉ
１
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

ｌ
１
１
０
ト
ー
Ｉ
ｊ
Ｊ
４
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
１
，
１

第八号:爵式（第十九条関係） （日本工業規格A列3番）

〈

記,I此心将

1 変史.'1噸側には、 「職務｣、 「有給休暇の日放｣、 「IIII入期間」輔と変更する訓噸の

柵弧を、祈旧各側にはその変災の内容をそれぞれ記,ltすること。

2総トン数、船舶の用途欄、航行区域又は従業制限及び従業区域側、主機の邨類W1

又は主桃の出力IIWは、変更前のものを記!|塊すること。

3 国際トン数証‘〃又は国際トン数硴認,lIの交付を受けている日本船舶にあっては、

総トン数に国際総トン数を付記すること。

4 その他の1噸については、海員名緬及び雁入（派止）届出‘ﾘの記戦心得を参照す

ること。
（
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雇入契約変更（更新） 届出番

届出年月 日 年 月 日
船舶番号、船名
及び総トン数

第 号
（ トン）

届出者氏名．
船 長
船舶所有者

船舶の

用途

航行区域又は
従業制限及び
従業区域

船舶所有者の住所
及び氏名又は名称

主機の種類

主機の出力

汽 内燃

キロワット

船貝手帳番号、
氏名及び年||冷

区別
雁入年月日
及び雁入港

職務
変更(更新）
年月 日

変更事項 新 旧
更新した
雇入契約

第 号
歳
変更
更新

第 号
歳
変災
災新

第 号
戒
変災
更新

第 号
戒
変災
更新

計 変災 件 災新 件 合計 件



第九号書式（第二十二条関係） （日本工菜規格A列3番）

一括届出許可申請書

年 月 日

壷嘉篝蓬驫量殿

船員法施行規則第22条に規定する一括届出の許可を受けたいので、同条の規定

により申鏑します。

l 一括届出を受けようとする船舶
Ｊ
ｂ
ｄ
〃
も

Ｇ
ｄ
■

／
Ｊ
Ｉ
ｈ

扇]元コニご工ここここ二こ二ここ』

rY亨一､~､~､r､で､ﾊ'､ﾊｰﾊ'､~､ﾊ1､ﾊｰ､~､~r~~､ハー1

2許可に係る船舶に乗り組む船貝の労鋤条件

3 許可を受けようとする即油

4 許可を受けようとする期間

5 許可に係る船舶相互の間において、船貝を転船させる方法及び体制
6 許可に係る船舶に乗り組む船員の労務管理体制

記戦心得

1 船舶番号棚には、総トン数20トン未満の船舶にあっては、船舶番号のほかに船荊
港も付記し、総トン数20トン未満の漁船にあっては、漁船登録番号を記戦するこ
と。

2国際トン数証番又は国際トン数確職1Fの交付を受けている日本船舶にあっては、
総トン数に国際総トン数を付記すること。

3 船舶の用途欄には、 「旅客船｣、 「貨物船｣、 「漁船」等の別を記戦すること。
4航路又は漁業の租類欄には、船舶が2以上の航路に就航する場合は、そのすべて

の航路名を記戦し、漁業の秘類は、 「まき網漁業」等と記蛾すること。
5 術考欄には、組をなして漁業に従事する漁船にあっては、主船（親船)、附属漁

船、運搬船等の別を記職すること。

〆
Ｉ
、
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主たる船員の労務管理を行う事
悲所

船舶所有者（本社）

所在地 (電話）

名 称

淡任者氏名

住所（所在地） （電話）

氏名（名称）

船名
船舶
番号
総ト
ﾝ数

航行区域又は
従業制限及び
従業区域

船舶の
用 途

主機の
出 力
キロワ フ ト

航路又は
漁業の極
類

術 考

ｷﾛﾜﾌト

ｷﾛﾜｯト

ｷﾛﾜｯト
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第十号書式（第二十三条関係） (日本工業規格A列3番）

一括届出許可申請醤

年 月 日

豊嘉篝謹驫鬘殿

（

船員法施行規則館23条に規定する一括届出の許可を受けたいので、同条の規定
により申諦します。

1 対轆となる船舶の状況

2第23条鋪1項節2号の描脱の概要
‐
‐
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｉ
ｌ
Ｉ
‐
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
ｉ
‐
１
１
１
１
‐
‐
‐
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
，
‐
１
１
１
‐
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

（
記!'髄心得

対硬となる船舶の状況には、船名、船舶番号、総トン数、航行区域又は従業制限及

び従業区域、用途並びに主機の出力について記'l此すること。

／
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主たる船員の労務管理を行う事
務所 船舶所有者体社）

所在地 （電話）

名 称

逝任者氏名

住所（所在地） （猫話）

氏名（名称）



第十一号書式（館二十四条関係） （日本工業規格A列4番）

函 船長就退職等証明申請書

年 月 日
地方運輸局長
運輸監理部長 殿

申請者氏名

現住所

ダ

イ

（

※上記のとおり相進ないことを証明する。

年 月 日
船舶所有者氏名 回

記峨心得

1 船舶所有者の住所及び氏名棚並びに※印棚は、申請者が船舶所有者であるとき
は、記戦することを要しない。

2就職について証明を申誌するときは、変更及び退職に関する欄は、斜線を引く
こと。

3変更について証明を申諦するときは、船舶稀号、船名、総トン数及び主機の出
力棚、航行区域又は従那制限及び従業区域棚並びに船舶の用途欄は、変更前のも
のを記紋し、退職に関する棚は、斜線を引くこと。

4 国際トン数詔!『又は国際トン数確認‘!『の交付を受けている日本船舶にあって
は、総トン数に国際トン数を付記すること。

5退職について証明を申鏑するときは、変更に関する欄は､･斜線を引くこと。
6 ※印の柵は、申話者が記戦したり噸に誤りがないことを確認した上船舶所有者
が氏名を記戦して押印し、又は署名すること。

7 その他の事項については、雇入（雇止）届出書及び雇入契約変更（更新）届出
,l}の記峨心得を参照すること。 ．

（
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船員手帳番号 第 号 申請者と船舶所
有者との関係

船舶所有者の
住所及び氏名

船舶番号 、 船
名、総トン数及
び主機の出力

第 号

キロワ

丸

トン

ツ 卜

航行区域又は従
業制限及び従業
区域

船舶の用途

海技
船舶
郁顛

は小型
許証の
号

免状又
凝縦免
及び番

第 号

就職年月日及び就職港 年 月 日 港

変更年月日及び
その 内容

年 月 日 新 旧

退職年月日及び退職港 年 月 日 港
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第十二号書式（第二十九条関係） （日本工業規格A列4番）

㈱¥"ゞ々｡”

年 月 日

殿

ふりがな

申請者氏名 画

性別 （ ）

年 月 日生

本擁

現住所

船j.呼帳の交付を受けたいので、船貝法施行規則鋪28条の規定により申講します。

（

‘氾

l 船舶所宥者の住所及び氏名又は端称

《
１
１
１
．
１
１
１
１
１
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Ｉ
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Ｉ
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2 以前に船典手帳を受有していた者にあっては、その船員手帳番号

記I使心得

l 外国人にあっては、 「本鰯」にかえ、その「国藤」を記!隣すること。
2指定市町村長に対して申請するときは、収入印紙をはらないこと。
3 氏名を記I成し、押印することに代えて、署名することができる。
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０
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Ｉ
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第十三号書式（第三十一条関係） （日本工業規格A列4番）1

‘"〒"ｮⅨ㈱”

年 月 日‘

殿

申請者氏名 画

現住所

船員手帳の訂正を受けたいので、船貝法施行規則第31条の規定により申請します。

〃
〃
ず
９
Ｆ
否
、
、

記

1 船員手帳播号

2 訂正を受けようとする蛎項

新

旧

3 訂正を必要とする理由

／
・
Ｉ
、

O
B

記‘|典心得

1 氏名の変更について訂正を申I猫するときは、新氏名にふりがなを附すること。

2 訂正を必要とする理由は、 「何年何月何日転耕｣等と記峨すること。

3指定市町村蛙に対して申諸するときは、収入印紙をはらないこと。

4 氏名を記戦し、押印することに代えて、鶚名することができる。
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Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
‐
ｌ
ｌ
ｊ
ｊ
０
９
Ｉ
ｆ
Ｉ
ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ト
ー
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
１
１
、
Ｉ
Ｉ
０
０
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
‐
１
１
ｊ
‐
１
０

第十四号書式（雛二~|､.三条、鮒三十四条関係） （日本工業規格A列4番）

閣 勝帳駮付幡換榊” ’
1

年 月 日

股

ふりが壮

申諦者氏名 画

性別 （ ）

年 月 日生

木鯖

現住所

船ji手帳の再交付(;'換え)を受けたいので、船典法施行規則節32条の("34条)の

規定により'1'Ii,fします。

I

J
I

（

‐
Ｉ
‐
４
ｊ
４
ｊ
ｒ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
０
ｌ
Ｉ
リ
ー
１
１
１
‐
１
１
１
１
１
１
‐
・
Ｉ
‐
０
‐
ｌ
０
ｆ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
４
１
１
１
０
Ｄ
Ｉ
Ｉ

記

l 脱船此手'|ﾘ輔ﾔ号

2船舶所有者の住所及び氏名又は名称
I

（
3再交付(,l}換え)を受けようとする?'｣油

I

’
l

,訓晩心得

1 外国人にあっては、 「本燕」にかえ、その「国聴」を記,険すること。

2 再交付を受けようとするOl油には、原船貝手帳が城失し、又はき損した年月

日、場所及び状況をも記戦すること。

3 指定市ⅢJ村長に対して申諸するときは、収入印紙をはらないこと。

4 氏名を記i慨し、押印することに代えて、 I苫名することができる。

Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ

Ｉ

ｌ

ｊ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ-141-



第十五号書式（第三十三条関係） （日本工業規格A列4番）
‐

Ｊ
ｉ
小
Ｉ
、

｡

ク
ノ
ロ
４
０
１
０
，
１

記戦心得

1 本証明;〃には、雇入契約の成立したときにおける契約について記戦し、変更にな

った事項があるときは、変更欄にその年月日及び変更に係る新旧の事項を記戦する

こと。

2 その他の那項については、雁入（雁止）届出番並びに船員手帳第六表及び第七表

（jid入契約関係）の記救心得を参照すること。
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船員手帳再交付雇入関係事項証明書

船員の氏名及び年齢 歳

船員手帳番号

船名、総トン数並びに主機の種

類及び出力

航行区域又は従業制限及び従業

区域

船 舶 の 用 途

職 務

船舶所有者の住所及び氏名又は

名称

船 長 の 氏 名

雁 入 期 間

臓入年月日及び雇入港 年 月 日 港

更新・変更（船名、総トン数、主磯の樋類若しくは出力、航行区域若しくは従業

制限若しくは従業区域、船舶の用途、職務又は雇入期間）
&

海風名跡と照合し、上記のとおり相違ないことを証明する。

年 月 日

船長（船舶所有者）氏名 画



第十六号書式（第三十八条関係） ４
ｌ
０
ｂ
ｌ
ｌ
ｒ
Ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
Ⅱ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
９
ｄ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
勺
ｌ
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｆ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｐ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
↓
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｂ
ｌ
Ⅱ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
‐
１
０
９
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ

；

１

Ｌ

１

ｊ

１

Ｊ

１

(－）

(蕊篭藝） 第 号

船
‐

貝 ・ 手

Mariner'sPocketLedger

帳

0

（

MinistryofLand,Infrastructureand Transport (地方運輸局長等名印）

Japan

(二）

写
１
－
‐
’
’
’
１
１
１
１
，
・
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
！
‐
１
１
１
１
‐
Ｉ
‐
’
１
１
．
１
１
１
１
‐
‐
‐
‐
‐
‐
！
‐
‐
ｉ
‐
，
１
１
‐
１
１
！
‐
‐
ｌ
‐
ｌ
‐
‐
ｌ
‐
‐
‐
‐
１
，
‐
－
‐
１
１
‐
ｉ
‐
‐
‐
１
１
‐
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
‐
ｉ
‐
１
１
１
１
！
‐
‐
‐
‐
ｌ
‐
‐
‐
‐
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

（

典

棚

ｰ－
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(三）

／
’
似
も(四）

年 月 日交付（ 年 月 日まで有効）
Issued on: (ValiduntU: ）

この船只手帳は、交付したときから10年間有効とする。
ただし、航海中にその期間が経過したときは、その航海が終了するまで、なお有

効とする。

ThisPocketLedgershallceasetobevalidat theexpirationoi thetermot

10yearsfromitsissues,orwhenthebearerremainsabroad,uponthebearer's

returntoJapanafterthe lapseofthe.saidterm.

(五）

（

-144-

ふりがな

氏名及び性別

Name

男 女
一q■凸4■‐4■埜｡●‐■ローq■一q■‐■bーーー一口‐1■‐一ー1■－－＝‐ー●‐つ‐一＝今一○ー●●｡一q■＝一一■■っ｡●っ1■q■●っ‐ーﾛ■一一一一一・q■‐‐I■q■q■｡ーー守

male

female

本 籍

Nationality

生 年 月 日

Dateofbirth

年 月 日
■■■‐ーロ1■■トーーーーー‐一一q■Ⅱ■●q■ー■■一ー■D‐｡■、‐一一‐●‐‐‐‐つーq■1■ーーー‐‐ロー＝ー‐‐q■■1■Ⅱ■ーー一つー‐一一‐つ‐‐‐1■‐一ーⅡ■1■ロ｡一一一●ー

●

営庁記ﾘド



ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｆ
Ｉ
巴
‘
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
４
‐
４
Ｊ
Ｌ
可
１

I

1
1

（
』

I

1
1

l
l
h

’

‐
１

１

１

ｌ

ｉ

〈

ｌ
１
ｌ
０
Ｉ
ｄ
ｌ
０
ｌ
ｒ
ｌ
Ｉ
ト
ー
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
４
Ｉ
●
ｊ
ｈ
Ｆ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｂ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
‐
－
１
１
Ｉ
ｌ
ｂ
ｌ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｊ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
ｌ
ｌ
１
４
Ｄ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

凸
■
■
■
■
■
■
■
一
■
■
■
●

一一一一一』
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雇 入 契 約 関 係

船 名

Nameofsh1p

職 務

Position

丸 総 ト ン数

主機の種類及び出力

航行区域又は従業制
限及び従業区域

船舶の用途

年齢18年に達する日

トン

キロヮ ツ ト

年 月 日

船舶所有者の住
所及び氏名又は
名称

船促氏名（印）

扉入期

｝催入年月日及び
〃入港

備 老

年 月 日 港

(官庁受理印）

火4'1 .錘史蠅踊、総トン数、主機の椰賊若しくは出力、
限若しくは従推区域、船111の用途、幟獅又は雁入期IM1) 航行区域若しくは従推制

牛月日及び新旧1i項
(官庁受理印）

雁
及
ll二年月日
ぴ雁止港

姉 考

年 月 日 港 (官庁受理印）



(八）

（ 』

イ
〆

-146-

休 日 関 係

基準労働期間

期間 年月日

船舶所有
者の氏名
又は名称
(印）

船舶に
乗り組
んでい

る期間
内の休
日数

陸上体

日数

袖償休日手当
を支払うべき
日数及び支払
金額

付与を延期さ
れた補償休日
の日数及び延
期の理由

船員の

確認印

自
｡●■■－●一一一｡‐■し■

至

自
I■一‐ー‐一一●d■‐一■

至

自
■牢1■■■‐q■1■■､●●●■

至

自
p■■＝ーﾛ■一一一‐○一●

至

自
■8■凸一.■‐‐q■■D一一■

至
4



ｉ

ｌ

ｌ

ｄ

ｌ

ｌ

４

■

口

１

１
１
１
口
Ｉ
ｌ
１
Ｄ
１
ｌ
■
ト
ト
ー
ｆ
１

(九）

ｌ
ｌ
ｊ
Ｂ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

《

(十）

ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
ｌ
０
Ｉ
１
ｌ
ｈ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
１

（

皿

・

’

０

１

１

１

１

’

’

１

１

口

ｌ

‐

Ｉ

-147-

有 給 休 暇 関 係

付 与 期 間

自年月日 至年月 日 日数

船舶所有者の氏名又は名称

(印）

船員の確

認印

日

ひ
〃

予#li 船員勤務｜對係

予術船11編入又
は解除の別 年月 日 記小: （勤務内海、解除.1；由） 愛鰹謀謂苧名

ゆ ■

● ●

｡ ●

● ●

● ●

● ●

● ●



(十一）

／
ｊ
Ａ
ら
ｑ
、

(十二）

一
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船 員 保 険 関 係

船員保険記号番号 第 号

標準報酬

月額 等級

資格取得

年月日

変 更

年月日

資格喪失

年月日

船舶所有者の氏名

又は名称（印）
備 考

円
● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ●
● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ●
● ● ● ●

● ●
● ● ● ●

● ●
● ● ● ●

失業保険金支紬関係

被保険者であった
Ⅷi制

年月 日 月数

離職の1油 報酬日額
求職申込

年月日 紹介所名印

官庁印 備考

自.…-..--..-....
至

月 円

自..___.___…．
至

自….._..‘..…
至

自…..________
至

自……__...…
至

自……__..…
云
非



ｌ

１

４

ｑ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｰ

(十三）

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

（
1
J

ｌ
０
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｊ
Ｐ
６
１
ｌ

(十四）

（

オ

Ｐ

Ｉ

１

１

１

１

１

ｏ

Ｉ

Ｉ

■

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ
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失業保険金支給記録

支給年月日
支給期間

年月 日 日数

支給日数

累 計
支給日額 支給総額

支給

官庁名
備考

自
至
●●･●g●●●●●●●

日 日 円 円

自
至

●●●■■●■●●●●●

自
至
◆O●も●●●●●●●e

自
至
●●●●｡●●■●●●●

自
至
●｡●｡●●●●●●●｡

雌 康 証 明

CertificateofHealth

0
IT
I

身 長

休 砿

CⅢ

k9
検尿
たん白

鱗

肺 活 l,t cc 血 液 型

巡勤機能 血 圧

色 神 血 糖

裸眼視力

(きよう正）

聴 力

右（ ）左（ ）

右 左

血中

脂質

検査

血沿総コレ
'ステロール

中性脂肪

HDLコレ
ステロール

握 力

検便
虫卵

アベモグ

ロビン

右 左
肝機能

検査

GOT

GP T

γ－GTP



(十五）

ｆ
ｊ
Ｂ
ｆ

(十六）

参
ｆ
ｆ
も
。
』
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胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査

撮影年月日

フィルム番号

口

既往症

家族歴

医師の指示

及び就業上

の注意事項

備 考

かくたん検査

心電図検査

判 定

Diagnosis

判定年月日

医師住所（所属先）

氏 名 印

殿 歴 関 係

海技免状又は小型船

舶操縦免許証の諏類

及び番号

第 号

第 号

第 ・ 号

その他の資格証明il}

の種類及び番号

第 号

第 号

第 号

教育を受けた学校、 ．

識習会、義成所等の

名称及び修了年月日

年 月 日

年 月 日

年 月 日



l
l
l

(十七） l
l

I

’

Ｉ
ｌ
Ｉ
１

（

’

備考

l 、船貝手1帳の大きさは、縦10.5cnl、樅15cmとする。

2表紙は、紺色（外国人に交付する船貝手帳にあっては、燈色）とし、 「船員手

帳」の文字を金色で表示する。

3 館三友は、淡緑色紋彩l111とする。

4外国人に交付する船貝手帳にあっては、第四表中「10年|m」を「5年間」 と、

「10years」を「5years」とする。

5第十七表の後に船員手1帳記IIM心得及び船員手帳受宥者の心得を付する。

1

’
1

（
I

’

‐
●
Ｉ
９
Ｉ
ｌ
Ｐ
ｌ
Ｉ
ｅ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
９
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
‐
１
１
１
１
１
‐
１
Ｊ
‐
炉
Ｌ
Ｉ
ｌ
仏
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
’
０
ｉ
ｌ
ｂ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ト
ー
１
１
１

卜

■
ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
ト
ー
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
１
１
Ｏ
ｒ
Ⅱ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
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’

私 用
1



記載心得

第六表及び第七表（雇入契約関係）

1 雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときに、遅滞なく、船長が記載する

こと。だたし、やむを得ない事由により船長が記載できないときは、船舶所有者が記
戦すること。

2職務欄には、 「一等航海士｣、 「操機手」等と記戦し、同一職名の船舶職員が2名以上

乗り組むときは、その順位（｢首席｣、 「次席」等）を付記すること。また、通信士につ

いては、無線電信又は無線電話の別を付記すること。

なお、衛生管理者、救命艇手、安全担当者、消火作業指揮者若しくは衛生担当者に

選任された者、船舶料理士、航海当直部員又は危険物等取扱責任者については、その

旨（救命艇手のうち限定救命艇手である者については、その旨）を記戦すること。

3本邦外の地域へ赴く航海に従事する船舶に乗り組む船員については、船名及び職務
（衛生管理者、救命艇手、安全担当者、消火作業指繩者、衛生担当者、船舶料理士、

航海当直部員及び危険物等取扱｣it任者を除く｡）に英訳を付すること。

4 国際トン数証ll$又は国際トン数確識I}の交付を受けている日本船舶にあっては、総

トン数に国際総トン数を付記すること。

5 年齢18年以上の船員については、年齢18年に連ずる日棚に斜線を引くこと。

6船舶所有者又は鑓長に関する1項について変更があったときは､変更前の記細噸
を読み得るように抹消して訂正し、その箇所に変更年月日を付記して押印すること。

7 更新・変更柵には、船名、総トン数、主機の租弧若しくは出力、航行区域若しくは

従業制限若しくは従業区域、船舶の用途、職務又は脈入期間の変更又は脈入契約の更

新があったときに記戦し、押印すること。

8 妊産鮒の船員については、その旨（｢妊娠中、何年何月何日申出｣、 「産後、何年何月

何日出産」等）を伽考棚に記戦し、押印すること。

9 届出をする以前において船員が下船するため、届出に際して船員手帳を提示できな

くなる場合には、その1油を伽考棚に記戦すること。

10伽考欄には、上記のほか、船員が希望したときは、給料その他の労働条件、雁止]jf

由等を記戦し、押印すること。

縮八表（休日関係）

1 休日を与えるときに船舶所右者が記蛾すること。

2 船員は、基郡労働期間について、休日の付与又は補俄休日手当の支払が終了したと

きは、確認印を押すこと。

第九表（有給休暇関係）

1 右給休暇を与えるときに船舶所有者が記戦すること。

2 船員は、有給休暇が終了したときは、確認印を押すこと。

3付与日数は、付与期間中の労働協約、就業規則等によって定められた休日を除いた

日数を記戯すること。

4船員が解臓され、又は退峨した場合に有給休暇の付与にかえて、給料、手当及び食

曲を支払ったときは、付与期間棚に付与すべき日数及び支払った金額を記戦するこ
と。

第十表（予術船貝勤務関係）

1 予備船員へ編入し、又は予伽船員から解除するときに、船舶所有者が記戦するこ

と。

。
ｄ
▼
９
〃

》
Ｌ

／
〃
ｆ
ｇ
ｌ
。

〈
、

、
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ｌ
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Ｉ
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ｉ
ｌ
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ｌ
ｌ
１
１
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ｉ
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Ｉ
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2 記事柵には、編入のときは勤務の種類又は内容(｢自宅待機｣、 「出勤待機｣、 「ぎ装
員」等）を、解除のときはその事由(｢何丸へ乗船｣、 「退職｣、 「解雇」等）を記載する
こと。

第十一表（船員保険関係）

1 船舶所有者が記載すること。

2被保険者資格の取得のときは、船員保険記号番号柵、標準報酬棚及び資格取得年月
日柵に記戦すること。

3標準報酬の変更があったときは、標準報酬棚及び変更年月日側に記戦すること。
4 被保険者資格の喪失があったときは、盗格喪失年月日棚に記入すること。
鰯十二表（失業保険金支給関係）

求職の申込みを受けた職莱紹介所において記戦すること。
期十三表（失業保険金支給記録）

失業保険金支給官庁において記戦すること。
fi；十四表及び第十五表（健康証明,ll)

1 船ji法施行規則第57条に規定する医師が記救すること。
2 本邦外の地域に赴く航海に従堺する船舶に乗り組む船員については、判定に英訳を
付すること。

〃'一六表（腫雌関係）及び鮒･ '一七茨（私用）
船典手帳受有者が適蹴記戦すること。

船貝手帳受有者の心得

1 船典は、必ず船員手帳をもたなければなりません．
2船1呼帳は、 ノィII入、雁止などの公認をうけるとき、求職のI:|ﾖ込承をするとき、失雅
の認定をうけるとき、失業保験金をうけるときに必要であり、 また、版雁や身分の抓
明になるものですから、大切にして下さい。

3 船j呼帳にII｝いてある氏箱、本締（外鬮人のときは、国籍)､生年月日が変わったと
き、又はまちがっているときには、すぐ、 「地方巡輪局等の‘｣端所」へ行って、訂砿l.
てもらわなければなりません。

4 船IWI鵬がなくなったとき、破れたり余白がなくなったりして使えなくなったとき、
イ卿’〔がだめになったときには、すぐﾞ 「地方運ili鯛等のり珊所」へ行って、新しい船胤
手帳を交付してもらうか、写真をはりかえてもらわなければなりません。
5 有効期間を過ぎた船員手帳でも《求職のI:|ﾖ込みをするとき、失業の認定をうけると
き、失業保険金をうけるときには、使えます。また、履歴の証明にもなりますから、
大切に保存して下さい。

6 他人の船員手帳を使った者、船員手帳を勝手に'l}きかえた者、鮒呼帳を破棄した
者、船風手帳に関する必要な手続をしなかった者は、相当の罰をうけます。
7 船員手I鵬は、船に乗っている間は船長に保管してもらい、船から下りるときに返l_
てもらって~ドさい。

8雇入契約の成立等の届出、船員保険などについてわからないことがあれば、 「地方
迎I陥局等の'l蛎所」できいて下さい。

9 「地方運輸局等の.'l蛎所」というのは、地方運I陥局、通'肺監理部、運輸支局、海邪
事務所、船員に関する事務を扱うこととされている市町村役場のことです。

（
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ｌ
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第十六号の二沓式（館三一|･･九糸関係） （日本工業規格A列4薪）

（一）

“員手帳記載事項棚”

年 月 日

ｆ
ｆ
、

繍讓霊藤殿

申請者氏名 画

現住所

別紙の船員手帳記i剛頓について証明を受けたいので、船員法施行規則第39

条の規定により申請します。

記

（

、
、l 証明を受けようとする1噸の記峨されている船員手帳の番号及び交付年月

日

2証明ll.ドの通数 通

3証明神の用途
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l
l

l

I
I
■

I

(二）

’
1

1
船員手帳記戦事項証明書

氏 名 年 月 日生

本 籍

船員手帳の番号及び交付年月日

（
I

口｜ ’ ｜ ’ ｜、一ハハハハハハヘへ全一一一一一一一二＝ニニー ニ ー - L…LJ~ ~ーマーーーマーー一一画曹画VVVVV

‐‐‐‐､~ ､~､~.~‐､"､〆､'､～､'､～､'､～､'､ﾊﾊｰ､'v,ﾉ?ﾊﾉいﾊﾊﾊﾊﾊﾉv,ハベ､ﾊﾊﾊｰ､ﾊﾊﾊﾊﾈ'v,ﾊﾊ〃い'v I

’
キロワッ卜

キロワッ卜

記,l蝋心得

l 記戦事項が多いときは、適宜二葉以上にわたって記!'蝿することができる。
2証明を受けようとする1噸について、 日付順に記戦すること。
3 区別柵には、雁入（就職)、雁止（退職）又は変更の別を記!|晩すること。
4 船名、総トン数、主機の繩頬若しくは出力、航行区域若しくは従業制限若しく
は従業区域、船舶の用途又は職秘に変更があるときは、必ず、該当柵に変更後の
事項を記ilfし、変更にならない事項の側に斜線を引くこと。
5雁止（退職）の記戦をするときは、船名IIW，総トン数棚、主機の種類及び出力
柵、航行区域又は従業制限及び従業区域側、船舶の用途棚及び職務IIWは、斜線を
引くこと。

6 国際トン数証書又は国際トン数確認,l}の交付を受けている日本船舶にあって
は、総トン数に国際総トン数を付記すること。
7 氏塙を記'伐し、押印することに代えて、署名することができる。
－－－－－－－＝ニ 一一 一

（
｜
’

’
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山

区別 年月日 船 名 総トン数 主機の種類
及び出力

航行区域
又は従業
制限及び
従業区域

船舶の
用途 職務

キロワッ卜

キロワッ卜
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第十六号の三書式（第四十二未関係）

簿払報 酬 支

’
一
唖
一
Ｉ

| | | ||－L…L-L…L&…L-l…_Lん電l…LJ
rT~－T…~r…T…T…T…r…T…T…r~T~T~T一寸

記載心得

1 給料は、歩合制によるときは、船員法第58条第1項の雇入契約に定める一定額を記載すること。

2領収印は、これを得られないときは、受領雪をもって代えることができる。

氏 名

計
算
期
間

船
名
職
務

報 酬 額

給
料

割増

手当

その他

の報酬

合
計

控 除 額

租税

船貝
保険料

その他

立
替
金

合
計

現
金
支
給
額

家
族
渡
額

支
払
月
日

領
収
印

、

や



｜
’

第十六号の三の二書式（第四十二条の九の二関係） （日本工業規格A列4番）

Ⅱ
１
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ト
ー
ｌ
ｌ
ｌ
‐
１
１
Ⅱ

時間外労働協定届出書

年 月 日

1

1
1

瀧灘鱸殿

船舶所有者の住所
及び氏名又は名称

Ｉ
ｌ
ｉ
Ｐ
Ｉ
ｌ
ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
ｌ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
４
ｌ
ｌ
４
‘
・
ｐ
ｐ
－
Ｉ
ｂ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ト
ト
ー
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
↑
’
１
１
１
４

主たる船員の労務
管理の1ji務を行う
亦務所の所在地及
び名称

（

時間外労働に関する協定を締結したので、船員法第64条の2の規定により、別

紙協定,llを添え、届け出ます。
ｂ

ｆ

Ｉ

ｒ

Ｉ

ｌ

０

０

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｆ

ｂ

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

ｌ

↓

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｄ

ｌ

●

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

１

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

１

ｌ

４

Ｉ

１

ｌ

１

４

ｐ

、

Ｌ

■

０

０

１

０

８

０

１

６

，

ｌ

Ｉ

ｌ

，

Ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

記

l 仙ﾊJする船負数 人

2 労{1助組合加入者数聯 人

3 労仙組合の名称等

I
D

（

｜

’

記救心得

l 労働組合加入者数等は、当該協定を締結した労働組合の加入者数又は船貝の過

半数で組織する労鋤組合がない場合において当該協定を締結した者が代表する船

員の数を記枚すること。

2労働組合の名称等は、当該協定を締結した労側組合の名称又は船員の過半数で

組織する労例組合がない場合において船員の過半数を代表する者の氏名及び住所

帷びに進出九法を鼬,険すること。 １

Ｉ

ｌ

■

Ｉ

－●－

‐
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第十六号の四書式（第四十二条の十関係） （日本工業規格A列4番）

補償休日労働協定届出書

年 月 日

地方運輸局長
運輸監理部長

殿

船舶所有者の住所
及び氏名又は名称

／

（〆

主たる船員の労務
管理の事務を行う
事務所の所在地及
び名称

補俄休日の労側に関する協定を締結したので、船員法第65条の規定により、別

紙協定il｝を添え、届け出ます。

記

人
人

l 使用する船貝数

2労働組合加入者数等

3労働組合の名称等

、

「

記救心得

l 労働組合加入者数等は、当該協定を締結した労働組合の加入者数又は船員の過

半数で組織する労鋤組合がない場合において当該協定を締結した者が代表する船

員の数を記蛾すること。

2労働組合の名称等は、当該協定を締結した労働組合の名称又は船員の過半数で

組織する労鋤組合がない場合において船員の過半数を代表する者の氏名及び住所

並びに迩出方法を記戦すること。

今
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第十六号の五塁式（卿じ'十五条の=関係.）

休 日 付 与 簿

１
ｍ
唖
一
Ｉ

｜ ｜ ｜ ｜ ’ ｜ l l l ｜ ’

記救心得

1 船舶に乗り組んでいる期間以外において付与すべき補値休日の日数は、基準労働期間ごとの合計も併わせ記入すること。
2補償休日の付与の延期があったときは、備考欄に記載すること。

3補償休厩乖当の塞領印は、受領証をもって代えることができる。 0

ざ

ーー

氏 名 基準労働期間

基準労
働期間
の起算
日及び
末日

乗組承関係

船
名
期
間
職
務

船舶に乗り組んで
いる期間内に付与
した休日

日
数
年月 日

船舶に乗り組んでい
る期間以外において
付与すべき補償休日
の日数

陸上休日

日

数
年月 日

補償休日手当

日
数
支払金額

受
領
印

補償休日の労働

日
数
年月 日

備考

自
至



第十六号の六書式（第四十八条関係） （日本工業規格A列3番）

許 可 申 諦 書

年 月 日

地方運輸局長
運輸監理部長

殿

申諦者氏名

一

一
／
Ｊ
・
＃
１
、下記の船舶について船員法第71条節1項第3号の許可を受けたいので、船員法

施行規則第48条の規定により申請します。 ．

／
Ｉ
で
、

記,険心得

l 用途柵には、 「はしけ｣、 「水先船｣、 「給水船｣、 「給油船｣、 「ひき船」等の別を記

戦すること。

2就航航路又は作業海域欄には、 「東京港一千葉港｣、 「瀬戸内海」等と記戦するこ

と。

3 職務柵には、 「一等航海士｣、 「操機手」等と記蝋すること。

-160-

船舶所有者の氏名又は名称

船舶所有者の住所

船舶 の 名 称

用 途

総 ト ン 数

航 行 区 域

就航航路又は作業海域

職務別乗組員数

職 務 員 数

許可を受けようとする那由

許可を受けようとする期間



第十七号書式（第六十七条関係） （日本工業規格A列4番）

年 月 日

国士交通大臣殿

住所

氏名印

遺族のときは続柄

災害補償審査（仲裁）申請雷

●

’
一
雫
一
Ｉ

記戦心得

l この申請が、審査又は仲裁のいずれかの申請であるときは、不用の文字は抹消すること。
2災害に対する原因、状態等は、明瞭にこれを記し、それに対し審査、仲裁申請の要点をはっきり記城すること。

Ｉ

ｰ 一

氏 名

船員手帳番号 第 号

生年月日

職 務

年 月 日
標準報酬月額

船 名

災害発生の年月日

丸

年 月 日

鉛舶所有者
住所

又
称
名
名
氏
は

災害発生の場所

災害の原因、状態及

び処置の状況

関係者

譜長

医師

その他

住所

氏名

住所

氏名

住所

氏名

審 査（仲裁）
請求の理由



●

第十八号書式（第七|･二条関係） (縦5.5cm横8.5cm)

(一）、

船員労務官証明雷

IdentificationCardofMariners'Laborlnspector写

第 号 年 月 日交付
●

No. Issued on:

真

(J，
船 阜
Mariners

官 氏
pector Name

国土交通省印

務
肋

労
I.ghor

名

国土交通折

MinistryofLand,InfrastructureandTransportJapan

(二）

船j』法（抄）

第107条船仙労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者、船貝その他の関係者に出
頭を命じ、帳蹴l}瓢を提出させ、若しくは報告をさせ、又は船舶その他の1嘩勘に立ち入
り、帳鍬l概その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船瓜その他の関係者に質問をす
ることができる。

船典労務官は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に質問をすることが
できる。

前2項の場合には、船貝労務官は、その身分を示す証明ルを拠りWし、関係者に提示しなけ
ればならない。

館1項又は第2項の規定による立入検査の桶限は、犯罪捜査のために認め.られたものと解
釈してはならない。

第108条船側労務官は、この法律、労働基単法及びこの法律に基づいて発する命令の違反の
罪について、刑那訴訟法に規定する司法薪察11の職務を行う。

第108条の2船員労務官は、第101条第2項に規定する場合において、船舶の航海の安全を碓
保するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の揃限を即時に
行うことができる。

第133条次の各号のいずれかに咳当する者は、 30万円以下の罰金に処する。
±卵107条第1項の規定による出頭の命令に応ぜず、根簿醤類を提出せず、若しくは虚偽の
記戦をした根簿;I}顔を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検
査を拒承、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし
メ･寿
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第十九号当式（第七十三条関係） （日本工業規格A列3番） ’
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一

記戦心得

1 船員法の適用を受ける船舶並びにこれに乗り組む船員及びこれに乗り組むため雇用

されている予備船員の10月1日現在における状況を記戦し、 10月末日までに提出する
こと。

2経営形態棚には、 「個人｣、 「株式会社｣、 「協同組合」等の別を記載すること。

3加盟船舶所有者団体の名称欄には、 「外航労務部会｣、 「内労協｣、 「一洋会｣、 「全内

航｣､ ｢大型カーフェリー｣の別を記城すること。また､船舶所有者団体には加盟して
いないものの、他の船舶所有者団体と労働組合が締結した労働協約を準用している場

合は､「盟外」と記載するとともに（ ）書きでその船舶所有者団体の名称を記載す

ること。

4雁用船11数（予備船員数を除く｡）及び所属船舶の状況には、当該事務所に属する

船舶の状況について記戦すること。

イ 巡航形態柵には、 「外航船｣、 「内航船｣、 「漁船｣、 「その他」の別を記載するこ

と。

ロ用途棚には、 「旅客船｣、 「慌物船｣、 「油送船｣、 「鉱石専用船｣、 「ひき船｣、 「漁

船」等の別（漁船にあっては、従事する漁業の種類（例えば、 「まぐろはえなわ｣、

「かつお一本づり｣、 「突棒」等）を含む｡）を記,|世すること。

ハ主な就航航路又は操業区域柵には、 「函館一･i!f森｣、 「北海道一京浜｣、 「瀬戸内

海｣、 「束支那海」等と記戦すること。

二乗組：M数柵には、 10月1日現在の乗組船貝数を記戦すること。

ホ 10月1日現在稼働していない船舶については、 「係船｣、 「修繕｣、 「ぎ装」等その

状態を備考柵に記職すること。

へ他から借り入れた船舶、船員の共同雇用を行っている船舶等については、その旨

を、備考棚に記載すること。

5非卿11船員とは、船舶所有者である乗組船Ll及び労働の対償として給料その他の報

酬を受けない飛組船llをいう。

6労働組合の状況には、厳用船jlの加入している労働組合が2以上あるときは、それ

ぞれについて、名称、加入者数及び労働協約の有無を記職すること。
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第二十号書式（第七十三条関係） （日本工業規格A列4番）

年4月1日から災害疾病発生状況報告書（ 年3月31日まで) [①災害，疾病］
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主たる船員の労勝管理を行うW務所 船舶所有者（本社）

所在地： （泄話） 住所（所在地) : (',u話）

名称 氏名（名称）

担当者氏名 常時使用する船iim

発 生
年月日

年月日
船!iの
年 齢

,樋 性別 ﾘ) ・女 職名 国繍 '1本人・外|測人

＠剛iの
用途

総トン政
トソ
'3ill"
％

④作災、散 人

⑤
て
ん
末

l)鯉飛牛M"ﾘi
、
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3）災普砧生J)WIAI ( I '柳、伽蝋 I!M11 ･411ﾉ1,i"li， IMi'* III作獅j!肋、船内における
作業蝋境）
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⑥休災日数 日 ⑦J1･体節 ③~M･退職等



紀戦心得

1 前年4月1日から当年3月31日までに、船舶内及び船内作業に関連して船舶と密接

した場所で発生した災害・疾病のため、発生当日を含めて3日以上休業した船員（死

亡し又は行方不明となった者を含む｡）について記戦し、 4月末日までに提州するこ

と。

2災害と疾病の別に区分し、それぞれ別葉に記枚すること また、 （①災害・疾病）棚

は、記戦した災害又は疾病のうちいずれか該当するものを○で囲むこと。

3②の棚には、旅客船、貨物船、油送船、鉱石専用船、ひき船、漁船等の別（漁船に

あっては、従事する漁業の種類（例えば、まぐろはえなわ、かつお－本づり、突林

等）を含む｡）を記戦すること。

4③の棚には、頭部裂傷、半身火{冊、虫垂炎、流感嘘と記放し、縄病名が不ﾘj確なj払

合は、下痢、腹揃諒主な症状を記戦すること

5④の棚には、てん末の側の2）災401ｲ発生時の作.腱に従'l;していた人数を記峨するこ

と。

6⑤の柵lには、次のイからハまでの規定に従って紀il典すること。ただし、疾病の原因

については、それが明白な場合を除き、記峨することを要しない。

イ 2）には、主機11隆怖、 クレー･ン装if't操作、荒天雌伽、 1Iｳ投網、漁独物の冷凍処理

聯の災,!能生時に船員が従ill:Lていた作推の態様について記!|関し、作業に従:小して

いなかった場合は、 「作推時間外」 と‘紬,|鯛-ること。

ロ 3）のIからIIIまでは、災桝発ﾉ|竺の要因となつたもの今てについて記戦するこ

と。 また、 Iから1I1までの1湖1に、どのような小安余又は有鶚な状態があったのか

詳細に紬砿すること。

ハ 3) 111の「作業行勅」は、船典の動作、作:fr脳、舷びに保捜具、命綱、安全ベ

ルト、作業用救命衣及び作:催衣の使川その他の作､W)災施に係る行動について記,lf

し、 「作雌環境」は、船内作業のi没倫、機械､W肌、Nj具聯ﾘ)'!Mli及び’随とんの状雌

帷びに換弧、採光、照明、温度、騒背、 ルミ動そ･の他の作抑坊〃『における環境につい

てI紬戦すること。

7⑥のｲMには、災撫・疾描のため職肪を従41:-j-ゐことができなかった日数（允生当日

を含む。なお、治雄中であって医師の,i"'ik-より見込日数がり1らかな場ffはその日数

とする｡）を記i肥-ること。ただし、 タEIL又は打力イミ明の場合は記戦することを要しな

い。

8⑦の柵lには、疾油のなおった後に7号･炎に定める|卿紬Wするときはその卿,股及び

薪号を、存しないときはその旨を組i成し、 タピピ（即ﾀのみならず、伽丙が原因で死亡

した.荷を含む｡）又は行方不明の場合はその旨をi魁枚すること。ただし、提出llliに傷病

がなおっていないときであって、障害の程度がlﾘjらかでない塒合は、本棚に記收する

ことを嬰しない。この場合において、障沓の籾度がlﾘjらかになったときは、逓洲なく

別にその胃を報告すること。 (ii｝式は任怠とする｡）

9⑧の柵には、捌縦のため下船したjﾙ合は「下船」と、傷病がなおる以前に退職した

場合は「退職」と、治疲のため外国で下船し、又は入院した場合はその地名及びその

旨を記戦すること。

第二十一号i叫式削除
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船員篭働安全衛生規則（昭和塁9年運輸省令第畠3号） （抄）
第1章総則

（趣旨)

第1条船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し、船舶所有者のと

るべき措置及びその基準並びに船員の遵守するべき事項は、他の法令に定める
もののほか、 この省令の定めるところによる｡

（船長による統括管理）

第1条の2船舶所有者は、船内における安全及び衛生に関する事項に関し船長
に統括管理させ、かつ、安全担当者、消火作業指揮者、衛生担当者その他の関
係者の間の調整を行わせなければならない。

（安全担当者の選任）

第2条船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行なうために、船
長の意見をきいて、甲板部、機関部、無線部、辨務部その他の各部について当
該部の海員の中からそれぞれ安全担当者を選任しなければならない。

2船舶所有者は、船内における各部の柵成上やむを得ない場合においては、 1
の部の安全担当者を他の部の安全担当者に兼任させることができる。ただし、
もっぱら漁狸物を冷凍し、若しくは加工する作業又はサルベージ、ケーブル布
設若しくはしゅんせつの作業を行なう海員が20名をこえる部における安全担
当者については、この限りでない。

（安全担当者の資格）

第3条安全担当者は、当該部の業務に2年以上従事した経験を有する者であっ
て、当該部の業務に糖通するものでなければならない。ただし、他の部の安全
担当者を兼任する場合における兼任する部の業務については､この限りでない。
2 前項の規定によるほか、引火性液体類（危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和
32年運輸省令第30号）第2条第1号に掲げる引火性液体類をいう。）又は
引火性若しくは燥発性の蒸気を発する物衙（以下「引火性液体類等」という。）
を常時運送する船舶の甲板部の安全担当者は、次に掲げる要件のいずれかに該
当する者でなければならない。

一第77条及び第78条の規定により国士交通大臣の登録を受けた講習（以
下「登録安全担当者識習」 という。）の課程を修了した者であること。
二 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約
（以下「条約」 という。）の締約国が発給した条約に適合する危険物又は有
害物の取扱いに関する業務の管理に関する資格証明書を受有しており、かつ、
船員法（昭和22年法律第100号。以下「法」 という。）、船舶職員及び
小型船舶操縦者法（昭和26年法律第149号)、海洋汚染等及び海上災害
の防止に関する法律（昭和45年法律第136号）及び船舶安全法（昭和8
年法律第11号）並びにこれらに基づく命令についての講習の課程を修了し
た者であること。

（安全担当者の選任の特例）

第4条船舶所有者は、海員が常時20人以下である漁船又は漁船以外の海員が
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常時10人以下である船舶については、船長を安全担当者に選任することがで

きる。この場合において、前条第2項に規定する船舶の船長にあっては、同項

に規定する講習の課程を修了した者でなければならない。
2前項の規定により、船長を安全担当者に選任する場合は、前2条の規定は、

適用しない。

（安全担当者の業務）

第5条船舶所有者は、次に掲げる事項を、安全担当者に行わせなければならな

い。

一作業設備及び作業用具の点検及び整備に関すること。

二安全装置、検知器具、消火器具、保護具その他危害防止のための設備及び

用具の点検及び整備に関すること。

三作業を行う際に危険な又は有害な状態が発生した場合又は発生するおそれ

のある場合の適当な応急措置又は防止措置に関すること。

四発生した災害の原因の調査に関すること。

五作業の安全に関する教育及び訓練に関すること。

六安全管理に関する記録の作成及び管理に関すること。

（改善意見の申出等）

第6条安全担当者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、作業設備、作業方

法等について安全管理に関する改善意見を申し出ることができる。この場合に

おいて、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すこと

ができる。

2船舶所有者は、前項の申出があった場合は、その意見を尊重しなければなら

ない。

（消火作業指揮者の選任）

第6条の2船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、

船長の意見を聴いて、次のいずれかに適合する安全担当者の中から、消火作業

指揮者を選任しなければならない。ただし、総トン数20トン未満の船舶（以

下「小型船」 という｡）については、 この限りでない。

一船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条第1項第1号から第4号までに掲げ

る海技士（航海)、海技士（機関)、海技士（通信）及び海技士（電子通信）

に係る海技免許を受けていること。

二船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の承認を受けているこ･と。

三船舶職員及び小型船舶操縦者法別表第1第3号に規定する消火講習であっ

て同法第4条第2項に規定する登録海技免許講習実施機関が実施するものの

課程を修了していること。

（消火作業指揮者の業務）

第6条の3船舶所有者は、次に掲げる事項を、消火作業指揮者に行わせなけれ

ばならない。

一消火設備及び消火器具の点検及び整備に関すること。

二火災が発生した場合の消火作業の指揮に関すること。

／
ｒ
Ｊ
Ｉ
Ｌ

／
ｆ
ｆ
ｂ
＆
凸
、
、

-168-



’三発生した火災の原因の調査に関すること。

四火災の予防に関する教育並びに消火作業に関する教育及び訓練に関する･こ
と。

（改善意見の申出等）

第6条の4消火作業指揮者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、消火設備、
消火作業に関する訓練等について火災予防及び消火作業に関する改善意見を申

し出ることができる。この場合において、船長は、必要と認めるときは、当該
改善意見に自らの意見を付すことができる。

2船舶所有者は、前項の申出があった場合は、 この意見を尊重しなければなら
ない。

（衛生担当者の選任）

第7条船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長
の意見を聴いて､次のいずれかの要件に適合する海員の中から （小型船にあっ

ては、船内の衛生管理に関する知諦を有する海員の中から)、衛生担当者を選
任しなければならない。ただし、法第82条の規定により医師が乗り組んでい

る場合又は法第82条の2第1項の規定により衛生管理者が選任されている場
合は、この限りでない。

一第6条の2第1号又は第2号に掲げる要件

二船舶職員及び小型船舶操縦者法別表第1第3号に規定する救命識習又は機
関救命誰習であって同法第4条第2項に規定する登録海技免許誰習実施機関
が実施するものの課程を修了していること。

2第4条第1項の規定は、衛生担当者の選任について、準用する。
（衛生担当者の業務）

第8条船舶所有者は、次に掲げる斗1項（小型船にあっては、第4号に掲げる事
項を除く。）を、衛生担当者に行わせなければならない。

一居住環境衛生の保持に関すること。

二食料及び用水の衛生の保持に関すること。

三医薬品その他の衛生用品、医療響、衛生保護具等の点検及び整備に関する
こと。

四負傷又は疾病が発生した場合における適当な救急措置に関すること。
五発生した負傷又は疾病の原因の調査に関すること。

六衛生管理に関する記録の作成及び管理に関すること。
（改善意見の申出等）

第9条衛生担当者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、衛生設備、居住環
境等について衛生管理に関する改善意見を申し出ることができる。この場合に
おいて、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すこと
ができる。

2船舶所有者は、前項の申出があった場合は、その意見を尊重しなければなら
ない。

（補助者）
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第10条安全担当者､消火作業指揮者又は衛生担当者は､必要と認めるときは、

その補助者を指名することができる。

（安全衛生に関する教育及び訓練）

第11条船舶所有者は、次に掲げる事項について、船員に教育を施さなければ

ならない。

一船内の安全及び衛生に関する基礎的事項

二船内の危険な又は有害な作業についての作業方法

三保護具、命綱、安全ベルト及び作業用救命衣の使用方法

四船内の安全及び衛生に関する規定を定めた場合は、当該規定の内容

五乗り組む船舶の設備及び作業に関する具体的事項

2液体化学薬品タンカー（船員法施行規則（昭和22年運輸省令第23号。以

下「施行規則」 という。）第77条の3に規定する液体化学薬品タンカーをい

う・以下同じ｡）又は液化ガスタンカー（施行規則第77条の3に規定する液

化ガスタンカーをいう。以下同じ｡）の船舶所有者は、当該船舶の船員に、貨

物の取扱方法、保護具の使用方法並びに貨物の漏えい、流出及び火災その他の

非常の際における措置に関する訓練を実施しなければならない。

（船員の意見を聴くための措置）

第12条船舶所有者は、船内における安全及び衛生に関する事項について、船

員の意見を聴くため、船内において、適当な措置を講じなければならない。

2船舶所有者は、船内において安全又は衛生に関する委員会を設けた場合は、

船長をその委員長とし、かつ､船員の選んだ委員を参加させなければならない。

（記録の作成及び保存）

第13条船舶所有者は、次に掲げる事項について、その都度記録を作成し、こ
れを3年間主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に保存しなければならな

い。

一第11条の規定により行った教育及び訓練に関する事項

二安全担当者、消火作業指揮者、医師、衛生管理者又は衛生担当者から改善

の申出があった事項

三前条の規定により講じた措置

四発生した火災その他の災害並びに負傷及び疾病（船員電離放射線障害防止

規則（昭和48年運輸省令第32号）の規定により記録しなければならない

ものを除く。）に関する事項

五第40条の2の規定による飲用水に係る検査、改善措置又は洗浄

六その他安全又は衛生に関して講じた重要な改善の措置

（規定の作成）

第14条船舶所有者は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を

管轄する地方運輸局長（運輸監理部長を含む。以下同じ｡）が、火災その他の

災害又は負傷若しくは疾病を防止するため特に必要があると認めて安全管理、

火災予防及び消火作業又は衛生管理に必要な規定の作成を命じた場合は、 これ

を作成しなければならない。
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第15条削除

（船員の遵守事項）

第16条船員は、次に掲げる行為をしてはならない。

一第24条に定める防火標識又は禁止標識のある箇所における当該標識に表
示された禁止行為

二第46条から第48条まで又は第69条第1項の規定により禁止された火
気の使用又は喫煙

2船員は、第47条第2項、第48条から第51条第1項まで、第53条から

第65条第1項まで、第66条第1項、第67条、第68条第1項、第69条
第1項又は第71条第2項から第73条までに規定する作業において保護具の
使用を命ぜられたときは、当該保識具を使用しなければならない。

3船員は、第51条第1項、第52条第1項、第57条第1項、第66条第1
項又は第68条第1項に規定する作業において命綱、安全ベルト又は作業用救
命衣の使用を命ぜられたときは、当該命綱、安全ベルト又は作業用救命衣を使
用しなければならない。
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第2章安全基準及び衛生基準等

第1節安全基準

（作業環境の整備等）

第17条船舶所有者は、船内作業の設備、機械、器具、用具等を整備し、かつ、
整とんするとともに、船内における作業環境を常に良好な状態におくよう努め
なければならない。

（接触等からの防誰）

第18条船舶所有者は、機械又は勤力伝導装慨の回転軸、歯車、はずみ車、調
車その他の運動部分で通常の作業の際に接触するおそれのあるものには､囲い、
手すり、おおい又は踏切橋を設けなければならない。

2船舶所有者は、掃除、注油、修理その他の作業を行なう場合であって、墜落、
転倒等により前項の運動部分に接触するおそれのあるときは、安全な足場を設
けなければならない。

3船舶所有者は、蒸気、熱湯その他の高温の気体又は液体が通る管で通常の作
業の際に接触するおそれのあるものは、その部分を被覆しなければならない。
（通行の安全）

第19条船舶所有者は、船外との通行は、げん梯又は手すり及び踏みさんを施
した幅40センチメートル以上の歩み板によらせなければならない。ただし、
やむを得ない理由により、げん梯又は歩み板を用いることができない場合であ
って、通行の安全を確保するために必要な措置を講じているときは、 この限り
でない。

2船舶所有者は、夜間における船外との通行の安全を確保するために必要な照
明を施さなければならない。

3船舶所有者は、積荷、漁具等を甲板上に積載する場合は、できる限り、げん
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1

側から離れた場所に通路を確保しておかなければならない。ただし、やむを得

ない理由により、積荷、漁具等の上を通行の用に供する場合は、その上面を歩

行に適するよう平らにし、かつ、その両側に、 30センチメートル以内の間隔

に配した横棒を備える高さ1 ． 22メートル以上の保護柵又はこれに相当する

保護索を設けなければならない。

（器具等の整とん）

第20条船舶所有者は、落下、転倒、接触等により危害を及ぼすおそれのある
刃物、工作用具等の器具又は用具及び予備部品を固定させ、被覆し、又は収納

箱に入れておかなければならない。

（密閉区画からの脱出装置等）

第21条船舶所有者は、凍結室､冷凍庫その他の密閉された区画であって船員
が通常その中で作業するものには、内部から操作できる開扉装置又は呼鈴その

他の信号装置を設けなければならない。

（燃え易い廃棄物の処理）

第22条船舶所有者は、油の浸みた布ぎれ、木くずその他の著しく燃え易い廃
棄物は、防火性のふた付きの容器に収める等これを安全に処理しなければなら
ない。

（液化石油ガスの取扱い）

第22条の2船舶所有者は、液化石油ガス（液化石油ガスの保安の確保及び取
引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号）第2条第1項に規定す
る液化石油ガスをいう。次項において同じ｡）を燃料として調理作業等を行わ

せる場合は、調理作業等の場所を十分に換気するとともに、当該場所を無人の

状態にしない等危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2船舶所有者は、液化石油ガスのボンベを切り換え、又は取り換える作業を行
わせる場合は、作業を開始する前に、安全性を確認するとともに、作業を開始

する旨を船員に周知させなければならない。

（管系等の表示）

第23条船舶所有者は、船内の管系及び電路の系統の種別を告示で定める識別
標準により表示しなければならない。

（安全標識等）

第24条船舶所有者は、危険物（危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条第1号
に掲げる危険物（常用危険物（同条第2号に掲げる常用危険物をいう。以下同

じ｡）を除く。）及び同条第1号の2に掲げるばら積み液体危険物をいう。以

下同じ｡）又は国土交通大臣の指定する常用危険物を積載する場所の見やすい
箇所に、 日本工業規格Z9104 「安全標識」 （以下「安全標識」 という。）
に定める防火標識、禁止標識又は危険標識を施さなければならない。この場合
において、火薬庫については、安全標識に定める第3種標識によらなければな

らない。

2船舶所有者は、前項のほか、消火器具置場、墜落の危険のある開口、高圧電
路のろ出箇所、担架置場等船内の必要な箇所に、安全標識に定める防火標識、

抄
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口
禁止標識、危険標識、注意標識、救護標識又は用心標識を適宜施すよう努めな
ければならない。

3船舶所有者は､前2項の箇所のうち必要と認めるもの及び次に掲げる箇所に、
夜光塗料を用いて方向標識又は指示標識を施さなければならない。ただし、非

常照明装置が設けられている箇所については、夜光塗料を用いなくてもよい。
一非常の際に脱出する通路、昇降設備及び出入口

二消火器具置場

（油に関する文書の備置き）

第24条の2船舶所有者は、油（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第3条第2号に掲げる油をいう。）を運送する場合にあっては、当該油に関し

次に掲げる事項が記栽された文書を船内に備え置かなければならない。
一名称

二荷送人（他人に運送を委託しないで運送する場合にあっては、その者）の
氏名（法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号

三危険性又は有害性の要約

四成分及びその含有:瞳

五物理的及び化学的性質

六安定性及び反応性

七人体に及ぼす作用

八取扱い上の注意

九流出その他の聯故が発生した場合において識ずべき応急の措置
十適用される法令

十一その他参考となる:!';:項

（照明）

第25条船舶所有者は、作業を行なわせる場合は、作業の安全を確保するのに
十分な照明を施さなければならない。

（床面等の安全）

第26条船舶所有者は、作業場所及び通路の床而をつまづき、すべり、踏み抜
き等のおそれのないよう必要な措置を誰じなければならない。

2船舶所有者は、作業場所、通路又は昇降設備における突出部分で作業又は通
行の際に接触し、又は衝突して危害を生ずるおそれのあるものを被覆する等適
当な措置を講じなければならない。

（足場等の安全）

第27条船舶所有者は、足場及び歩み板は、著しく損傷、変形又は腐しよくし
ていない材料を用い、使用の目的に応じた丈夫な構造としなければならない。
（海中転落の防止）

第27条の2船舶所有者は、海中に転落するおそれのある場所においては、著
しく作業の妨げとなる場合を除き、保護柵を使用させる等適当な措置を講じな
ければならない。

（経験又は技能を要する危険作業）
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第28条船舶所有者は、次に掲げ,る作業は、当該作業を所掌する部の業務に6

月以上従事した経験を有する者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条の規

定により当該作業を所掌する部の海技免許を受けた者、同法第23条第1項の

規定により当該作業を所掌する部の船舶職員（同法第2条第2項に規定する船

舶職員をいう｡）になることについての承認を受けている者若しくは国土交通

大臣が当該作業について認定した資格を有する者でなければ、これを行わせて

はならない。ただし当該作業の熟練者の指揮の下に作業を行わせる場合は当該

作業を所掌する部の業務に3月以上従事した経験を有する者に当該作業を行わ
せることができる。

一場びょう機、ラインホーラー、ネットホーラーその他のびょう鎖、索具、

漁具等を海中に送入し、若しくは巻き上げる機械を操作し、又はこれらの機

械により海中に送入若しくは巻上げ中のびょう鎖、索具､ ､漁具等の走行を人

力で調整する作業

二クレーン、 ウインチ、デリックその他の重量物を移動する機械又は装置を

操作する作業

三フォークリフトの運転の作業

四運転中の機械又は動力伝導装置の運動している部分の注油、掃除、修理若

しくは検査又は運動している調帯の掛換えの作業

五切削又はせん孔用の工作機械を使用する作業

六推進機関用の重油専焼罐に点火する作業

七揚貨装置又は陸上のクレーン若しくはデリックの玉掛け作業
八はい（積み重ねられた荷（小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。）の

集団をいう｡）のはい付け又ははい崩しの作業

九刃物を用いて鯨体を解体する作業

十床面から2メートル以上の高所であって、墜落のおそれのある場所におけ

る作業

十一げん外に身体の重心を移して行う作業

十二危険物の状態、酸素の量又は人体に有害な気体を検知する作業

十三石炭、鉄鉱石、穀物、石油その他の船倉内の酸素の欠乏の原因となる性

質を有する物質をばら積みで運送する船舶において、 これらの物質を積載
している船倉内で行う作業

十四 電気工事作業（感電のおそれのあるものに限る｡）

十五可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業

十六冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスを製造する作業
2前項の規定にかかわらず、前項第3号、第6号、第7号、第12号又は第

13号に掲げる作業については、国土交通大臣の登録を受けた講習（以下「登

録危険作業講習」 という。）の課程を修了した者に当該作業を行わせることが

できる。

3船舶所有者は､ヘルメット式潜水器､マスク式潜水器その他の潜水器を用い、

かつ、空気圧縮機若しくは手押ポンプによる送気又はボンベからの給気を受け
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て水深10メートル以上の場所において行う作業は、高気圧作業安全衛生規則
(昭和47年労働省令第40号）第52条の規定による潜水士の免許を受けた
者でなければ、これを行わせてはならない。
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第2節衛生基準

（船内衛生の保持）

第29条船舶所有者は、船内の居住場所及び作業場所を清潔に保ち、気積、換
気、採光、照明、温度、騒音、振動等の環境条件を衛生上良好な状態におくと

ともに、船員に十分な休養を与える等船員の健康の保持を図るよう努めなけれ
ばならない。

（就業を禁止する船員）

第30条船舶所有者は、精神の機能の障害により作業を適正に行うに当たって
必要な認知、判|折及び意思疎通を適切に行うことができない船員と医師が認め
るものを作業に従事させてはならない。

2船舶所有者は、施行規則第2号表第3号に掲げる疾病であって医師が船内

労働に適さないと認めるものにかかった船員を作業に従噸させてはならない。
（医師の診断）

第31条船舶所有者は、法第81条第3項各号に掲げる船員に該当する疑いの
ある船員については、遅滞なく医師の診断を受けさせなければならない。
2医師は、前項の診断を受けた船員が前条第1項に規定する船員に該当するか

どうかを判断する場合においては、当該船員の障害の程度、経歴及び職務を考
慮するものとする。

（特殊な作業に従耶する船員に対する雌厳検査）

第32条船舶所有者は、次の各号に掲げる船員については、当該各号に定める
事項について、施行規則第55条の規定による検査の際及びその6月後に、法
第83条の国土交通大臣の指定する医師（以下「指定医師」 という｡）により
検査を受けさせなければならない。ただし、検査を受けさせるべき時期に当該
船員の乗り組んでいる船舶が航海中である場合は、当該航海の終了後遅滞なく
受けさせればよい。

一国土交通大臣の指定する衛生上有害な物を常時運送する船舶に乗り組んで

いる者当該有害物の人体に与える障害の認知に必要な胸部エックス線直接
撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査、尿検
査、血液検査、神経系検査その他の臨床医学的検査

二専ら石炭をたく作業に従事している者当該作業の人体に与える障害の認
知に必要な胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部
エックス線間接撮影検査その他の臨床医学的検査

三専ら潜水作業に従事している者施行規則第55条第1項第1号から第4
号までに掲げる検査（指定医師が必要でないと認めたものを除く。）
2船舶所有者は、前項第1号の船員について雇入契約が終了する場合又は雇入
契約を解除する場合であって当該船員が当該雇入契約の終了又は解除のとき

（

（

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

-175-



（以下この項において「下船の時」 という。）より前6月以内に同号の検査を

受けていないときは、当該船員に同号の検査を受けさせなければならない。た

だし、胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エック

ス線間接撮影検査については、下船の時より前6月以内に当該船員が施行規則

第55条の規定による検査の際に受けている場合は、これを省略するものとす

る。

3船舶所有者は、前2項の検査の結果、当該船舶に乗り組み、又は当該作業に

従事することが不適当であると判定された船員を、引き続き当該船舶に乗り組

ませ、又は当該作業に従事させてはならない。

4第1項及び第2項の検査に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所

有者の負担とする。

（通風及び換気）

第33条船舶所有者は､機関室、調理室等高温又は多湿の状態にある船内の作
業場には、通風、換気等温湿度調節のための適当な措置を講じなければならな

い。

（ねずみ族及び虫類の駆除）

第34条船舶所有者は、居住設備、衛生設備その他ねずみ族又は虫類のひそみ

やすい場所については、毎年1回以上薬品によりねずみ族又は虫類を駆除する

措置を講じなければならない。

2検疫法（昭和26年法律第201号）第25条ただし書の証明書を有する船

舶については、当該証明書の発行の日から6月間は､前項の規定にかかわらず、
同項の措置を講じなくてもよい。

3船舶所有者は、第1項の措置を講ずるため船員にくん蒸を行なわせる場合に

は、国士交通大臣が指定する薬品を使用してはならない。

（手を洗う設備）

第35条船舶所有者は、船内の適当な場所に手を洗うことのできる設備を設け
なければならない。

（便所）

第35条の2船舶所有者は、船内の便所について、その本来の用途において船

員が常時使用できる状態に維持しなければならない。

（調理作業）

第36条船舶所有者は、調理作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者
に、清潔な衣服を着用させ、手を洗浄させる等衛生上必要な措置を講じなけれ

ばならない。

2船舶所有者は、ちゅう房用器具、食器等調理用又は食事用の器具を清潔に保

たなければならない。

3船舶所有者は、調理作業に従事する者以外の者を、調理作業を行なう場所に

みだりに立ち入らせてはならない。

（食料の貯蔵）

第37条船舶所有者は、食料の貯蔵については、食料の種類に応じた保存方法
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を講ずるとともに貯蔵設備を清潔に保たなければならない。

2船舶所有者は、食料の調理にあたっては、その鮮度を確認させ、洗浄を行な
わせる等衛生上必要な措置を講じなければならない。
（清水の積み込み及び貯蔵）

第38条船舶所有者は、清水を積み込む場合は、清浄なものを積み込まなけれ

ばならず、かつ、これを衛生的に積み込み、及び保つために、次に掲げる措置
を講じなければならない。

一清水の積み込み前には、元せん及びホースを洗浄すること。

二清水用の元せん及びホースは、専用のものとすること。

三清水用の元せんにはふたをつけ、ホースは清潔な場所に保管すること。
四清水タンクに使用する計量器具は、専用のものとし、かつ、清潔に保存す
ること。

五飲用水のタンクで内部がセメント塗装のものは、貯蔵する清水を清浄に保
ちうる状態まであく抜きをすること。

六その他清水を衛生的に保つための必要な措置

（河川水等の使用制限）

第39条船舶所有者は、河川の水又は港内の海水を調理用又は浴用に使用して
はならない。

（飲用水タンク等）

第40条船舶所有者は、飲用水のタンク及び飲用水の管系には飲用水以外のも
のを貯蔵し、又は通させてはならない。ただし、やむを得ない理由のある場合
であって、飲用水が汚染しないための措椴を識ずるときは、 この限りでない。
2船舶所有者は、飲用水を常に船員が飲用しうるよう設備しておかなければな
らない。

（飲用水の水質検査等）

第40条の2船舶所有者は、飲用水のタンクに秋み込まれた飲用水（小型船に

頼み込まれたものを除く。次項及び第3項において単に「飲用水」 という。）
について、少なくとも1年に1回、地方公共団体等の行う水質検査を受けなけ

ればならない。ただし、最後に水質検査を受けた日から1年を経過した日に、
船舶が航海中であり、又は外国の港にある場合は、当該船舶が国内の港に到着
した後遅滞なく水質検査を受ければよい。

2船舶所有者は、前項の水質検査の結果、当該飲用水の水質が飲用に適しない

と判定された場合は、速やかにタンク内の飲用水の交換その他必要な措置を講
じなければならない。この場合において、地方運輸局長が必要と認めるときは、
これらの措置を実施後、速やかに水質検査を受け、当該飲用水が飲用に適する

ことについて水質検査を行う地方公共団体等の確認を受けなければならない。
3船舶所有者は、少なくとも1月に1回、飲用水に含まれる遊離残留塩素の含
有率についての検査を行わなければならない。この場合において、遊離残留塩
素の含有率が100万分の0･ 1未満であったときは、船舶所有者は、速やか
に改善措置を講じなければならない。 ．
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4船舶所有者は、少なくとも2年（船舶安全法第10条第1項ただし書に規定

する船舶にあっては、 3年）に1回、飲用水のタンク、当該タンクに付属する

管系等の洗浄を行わなければならない。ただし、最後に洗浄を行った日から当

該期間を経過した日に、船舶が航海中であり、又は外国の港にある場合は、当

該日から6月以内に洗浄を行えばよい。

（伝染病の予防）

第41条船舶所有者は、船舶が別表第1に定める伝染病が発生している地域又

は発生するおそれのある地域におもむく場合は、予防注射の実施、衛生用品の

整備、伝染病の予防に必要な注意事項に関する教育等感染防止のために必要な

措置を講じなければならない。

2船舶所有者は、前項の地域においては、食料及び飲用水の購入の制限、外来

者に対する防疫の措置、衛生状態に関する情報の収集等感染防止のために必要

な措置を講じなければならない。

（伝染防止）

第42条船舶所有者は、船内において伝染病又は伝染病の疑いのある疫病が発 （

生した場合は、患者の隔離、患者の使用した場所、衣服、器具等の消毒、なま

水及びなま物の飲食の制限等伝染防止のために必要な措置を講じなければなら

ない。

（救急措置に必要な衛生用品）

第42条の2船舶所有者は､液体化学薬品タンカー及び液化ガスタンカーには、

他の法令において備えなければならないものを除き、貨物の性状に応じた解毒

剤、つり上げ用担架及び酸素吸入器を備えなければならない。

（医療機関との連絡）

第43条船舶所有者は､船内において救急患者が発生したときは､必要に応じ、

医療機関と緊密な連絡を保ち、その指示にしたがって適当な措置を講じなけれ

ばならない。

第3節検知器具及び保護具

（検知器具）

第44条船舶所有者は、酸素が欠乏するおそれのある場所における作業を行な

わせる船舶には、酸素の量を計るために必要な検知器具を備えなければならな

い。

2船舶所有者は、危険物のうち、人体に有害な気体を発散するおそれのある物

質を積載する船舶には、当該気体の量を計るために必要な検知器具(他の法令
において備えなければならないものを除く。）を備えなければならない。

（保護具）

第45条船舶所有者は、船員に使用させるべき保護具については、他の法令の

規定により備える保護具を含めて、 これを必要とする作業に同時に従事する人

数と同数以上を船舶に備え、常時有効、かつ、清潔にこれを保持しなければな

らない。
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2船舶所有者は、前項の保護具のうち、 自蔵式呼吸具、送気式呼吸具及び空気
圧縮機については、少なくとも1月に1回これらを点検しなければならない。
3船舶所有者は、液体化学薬品タンカーにおいては､新品又は洗浄後未使用で
ある場合を除き、保護具及び作業衣を居住場所から隔離して保管しなければな
らない。

｜
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布
第3章個別作業基準

（火薬類を取り扱う作業）

第46条船舶所有者は、もり銃への火薬の装てん等火薬類を取り扱う作業（火
薬類の荷役作業を除く。)．を行なわせる場合は、次に掲げる措置を識じなけれ
ばならない。

一作業場所における火気の使用及び喫煙を禁止すること。
二作業場所に燃え易い物を置かないこと。

三作業場所の床面にマットレスを敷く等により、衝蝿を防止すること。
四作業場所においては、火花を発し、又は高温となって点火源となるおそれ
のある器具を使用しないこと。

五作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。
（塗装作業及び塗装剥離作業）

第47条船舶所有者は、引火性若しくは可燃性の塗料又は溶剤を使用して塗装
又は塗装の剥離作業を行なわせる場合は、次に掲げる措殻を識じなければなら
ない。

一作業場所における火気の使用及び喫煙を禁止すること。

二作業場所においては、火花を発し、又は高温となって点火源となるおそれ
のある器具を使用しないこと。

三作業に使用した布ぎれ又は剥離したくずは、みだりに放世しないこと。
四作業に従小する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。
五作業場所の付近に、適当な消火器具を用意すること。

2船舶所有者は、人体に有害な性質の塗料又は溶剤を使用して塗装又は塗装剥
離の作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に、マスク、保誰手袋その他
の必要な保誰具を使用させなければならない。
（溶接作業、溶断作業及び加熱作業）

第48条船舶所有者は、溶接、溶断又は加熱の作業を行わせる場合は、次に掲
げる措置を識じなければならない。

一作業を開始する前に、溶接装置の各部を点検するとともに、作業場所及び
隣接する区画には、可燃性又は爆発性の気体がないことを確認すること。
二作業場所及び隣接する区画には、燃えやすい物を置かないこと。
三アセチレン発生器の付近においては､火気の使用及び喫煙を禁止すること。
四アセチレン発生器の付近においては、火花を発し、又は高温となって点火
源となるおそれのある器具を使用しないこと。

五アセチレン発生器は、高温の場所、換気の悪い場所又は振動の激しい場所

I
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にこれを置かないこと。

六電気溶接装置を使用して行う作業は、身体がぬれた状態で作業に従事させ

ないこと。

七作業に従事する者に保護眼鏡及び保護手袋を使用させること。
八作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。

九作業場所の付近に、適当な消火器具を用意すること。

（危険物等の検知作業）

第49条船舶所有者は、危険物の状態又は人体に有害な気体若しくは酸素の量
を検知する作業を行なわせる場合は､次に掲げる措置を講じなければならない。
一検知器具の作動状態を点検すること。

二検知のために必要な試料を採取する場合は、船倉、密閉された区画等危険
物が存在し若しくは存在した場所又は人体に有害な状態が存するおそれのあ

る場所に立ち入らないで、これを行なうこと。

三やむを得ず前号に掲げる場所に立ち入る場合は、作業に従事する者に危険

物又は人体に有害な状態の性質に応じた呼吸具、保護眼鏡、保護衣、保護手（
袋その他の必要な保護具を使用させること。

四作業に従事する者が頭痛、めまい、吐気等の身体の異常を訴えた場合その

他事故があった場合は、ただちに作業を中止させ、安全性の確認が得られる

までは、作業を再開させないこと。

五身体の異常を訴えた者には、すみやかに、医師による処置その他の適当な

救急措置を講ずること。

六当該作業により汚染し、又は汚染したおそれのある物を居住場所に持ち込

ませないこと。

七当該作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。

（有害気体等が発生するおそれのある場所等で行う作業）

第50条船舶所有者は、人体に有害な気体が発散するおそれのある場所又は酸
素が欠乏するおそれのある場所において作業を行わせる場合は、次に掲げる措

置を講じなければならない。 （
一作業を開始する前に、及び作業中少なくとも30分に1回、当該場所にお

ける人体に有害な気体又は酸素の量について検知を行い、人体に危害を及ぼ

すと認められた場合は、換気すること。

二作業中適宜換気を行うとともに、作業に従事する者に呼吸具、保護眼鏡、
保護衣、保護手袋その他の必要な保護具を使用させること。

三作業に従事する者が頭痛、めまい、吐気等の身体の異常を訴えた場合その

他事故があった場合は、直ちに作業を中止させ、安全性の確認が得られるま

では、作業を再開させないこと。

四身体の異常を訴えた者には、速やかに、医師による処置その他の適当な救

急措置を講ずること。

五作業場所と外部との連絡のための看視員を配置すること。

（高所作業）
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第51条船舶所有者は、床面から2メートル以上の高所であって、墜落のおそ
れのある場所における作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければ
ならない。

一作業に従事する者に保護帽及び命綱又は安全ベルトを使用させること。
二ボースンチェアを使用するときは、機械の動力によらせないこと。
三煙突、汽笛、 レーダー、無線通信用アンテナその他の設備の付近で作業を
行う場合に、当該設備の作動により作業に従事している者に危害を及ぼすお
それのあるときは、当該設備の関係者に、作業の時間、内容等を通報してお
くこと。

四作業場所の下方における通行を制限すること。

五作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故
があった場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる状態で2人以
上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。

2船舶所有者は、船体の動揺又は風速が著しく大である場合は、緊急の場合を
除き、前項の作業を行なわせてはならない。
（げん外作業）

第52条船舶所有者は、船体外板の塗装、 さび落とし等げん外に身体の重心を
移して行う作業を行わせる場合は、次に掲げる措泄を講じなければならない。
一作業に従事する者に命綱又は作潅用救命衣を使用させること。
二安全な昇降用具を使用させること。

三つり足場を使用する場合等作業場所が甲板上にいる者から容易に視認でき
ない場合は、 当咳作業場所の上部のブルワーク、手すり等つり足場等の支持
箇所の付近に、作業を行っている旨を表示すること。

四作業場所の付近におけるピルジ、汚水、汚物等のげん外排出及び投燕を禁
止すること。

五作業に従事する者との連絡のための看視員を配慨すること。ただし、 :!IM
があった場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる状態で2人以
上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。

六作業場所の付近に、救命浮環等の直ちに使用できる救命器具を用意するこ
と。

2前条第2項の規定は、前項の作業を行なう場合に、準用する。
（高熱物の付近で行なう作業）

第53条船舶所有者は、火傷を受けるおそれのある高熱物質又は火炎に触れ易
い場所において作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に防熱性の手袋、
保護衣その他の必要な保護具を使用させなければならない。
（重量物移動作業）

第54条船舶所有者は、充てんされたドラム罐等重量物を人力により移動する
作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
一作業に従事する者に保護靴、保護帽その他の必要な保護具を使用させるこ
と。
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二索、ブロック、ティクルその他の用具を用いる場合は、その許容荷重をこ

える重量を負荷させないこと。

三前号の用具により重量物をつり上げて移動する場合は、動揺等によりフッ

ク、シャックルその他のかん合部分がはずれないよう十分な措置を講ずるこ

と。

四作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。

（揚貨装置を使用する作業）

第55条船舶所有者は、揚貨装置を使用する作業を行わせる場合は、次に掲げ

る措置を講じなければならない。

一作業に従事する者に保護帽その他の必要な保護具を使用させること。

二作業を開始する前に、 ウインチ及びその付属装具の作動状態を点検するこ

と。

三ガイの取付け位置及び張り方を適正にすること。

四揚貨装置は熟練者に操作させること。

五作業中に索具、ブロック等を交換するときは、支持台に下ろす等の方法に

よりデリックブームを安全な位置に固定して行わせること。

六作業中にウインチの部品を交換するときは、 ウインチを動力源からしや断

し、かつ、安全装置をかけて行わせること。

七ドラムの回転又は索具の走行を人力で調整する作業に従事する者の服装

は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとす

ること。

八デリックブームの角度を調整する場合は、当該デリックブームの下方ぺの

立入りを制限すること。

九貨物の巻上げ又は巻卸しその他の貨物を移動する作業を行っているとき

は、貨物が落下し、又は激突するおそれのある場所への立入りを制限するこ

と。

十作業の指揮を行う者と甲板､船倉又は陸岸で作業に従事する者との間には、

信号を定める等連絡を密にすること。

2前項第1号及び第9号の規定は、船舶所有者が陸上のクレーン又はデリック

の玉掛けの作業を行わせる場合について準用する。

（場投びょう作業及びけい留作業）

第56条船舶所有者は、場投びょう作業又はけい留作業を行なわせる場合は、

次に掲げる措置を講じなければならない。

一作業を開始する前に、場びょう機又はけい船用機械の作動状態並びにびょ

鎖及び索具類の状態を点検すること。

二場びょう機若しくはけい船用機械の運動部分又は巻き込み、 くり出し、若

しくは解き放す場合におけるびょう鎖若しくは索具類には、みだりに、身体

を触れさせ、若しくはこれをまたがせ、又は当該作業に従事する者以外の者

をこれに近寄らせないこと｡

三投びょう作業を開始する前に、びょう鎖庫内及びいかり又はびょう鎖の落
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